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惑法理念から遜法政莱へ

日
本
国
想
法
を
め
ぐ
る
論
議
の
状
況
は
、
今
日
、
大
き
く
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。
職
法
典
を
め
ぐ
る
遡
遜
か
改
遜
か
と
い
う
論
争
は

後
景
に
追
い
や
ら
れ
た
。
戦
後
五
○
年
の
経
過
の
中
か
ら
提
起
さ
れ
た
日
本
社
会
の
当
面
す
る
課
題
へ
の
政
策
的
対
応
が
日
本
国
灘
法
を

め
ぐ
る
論
議
の
雄
点
と
な
っ
て
い
る
。

湾
岸
戦
争
後
の
国
連
機
能
の
復
活
と
、
日
本
の
自
衛
隊
の
新
た
な
役
割
と
位
置
に
対
す
る
法
的
対
応
課
題
の
浮
上
が
特
徴
的
で
あ
る
が
、

五四三二一
、、、、、

法
令
融
通
と
法
令
改
恋

占
価
体
制
下
の
私
擬
遜
法

「
共
和
Ⅲ
迩
法
私
案
」
の
離
水
柵
造

英
文
惑
法
草
案
と
高
野
の
対
応

ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
と
高
野
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ー
結
び
に
代
え
て
－

憲
法
理
念
か
ら
憲
法
政
策
へ

「
法
令
謹
懸
と
法
令
改
憲

ｌ
高
野
岩
三
郎
「
共
和
国
懸
法
私
案
」
の
再
検
討
Ｉ

高
橋
彦
博
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恵
怯
論
議
に
お
い
て
、
趨
法
政
策
論
の
倣
域
と
い
う
新
し
い
土
俵
が
設
定
さ
れ
て
い
る
今
日
的
な
状
況
を
確
認
し
た
上
で
、
ほ
ぼ
半
世

紀
前
の
政
冷
過
侃
で
あ
っ
た
Ⅱ
本
国
迩
法
の
成
立
過
鵬
を
仮
り
返
る
と
、
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
形
成
史
の
深
部
の
助
き
が
浮
か
び
上

とｉＩｉｌの対確を［ｌｉｌｌ二ｌあ法そ
ｲ７とあ遜応認とのそ覚る的れ
１１１なれ法とがら法の的と対だ
立つこＨｌ１しなな律際迫か応け
"〈てれ念てさい、、求、課で
のいがの社れであ特課こ題は
政る検レ会つｌｉ１ｉる微Ｍｎれがな
3lxの討べ的つ報い的とま盗い
競でさルにあ公はなさで１場・
合あれで取るＩｌＩ１ｆＩこれ、し戦
のつ、恵りこ、治とるノ!（て後
ＵＵたそ法組と個体はに本い（
係。の典まで人の、至的る○
と大有改れあＩｉ１ｊ条こつ人ｏｌＦ
なと効『［てる報例れて権あの
りえ性がい゜係、らいのる経
、ばが政る浮繊場のる〃くい過
立、検治の上、合遇・的はの
法か証争でし環に法解、’１１
過つさ点あ登境よ諜釈人で
ill;てれとつ場保つＭｎが’'１１，
(このるさたす全てに矛とＴｌｉ
お謎過れ。る、はっ 魁自民
け意法る惑性国いし然の
るか政一法的際てなと立
法改策歩改飛条、かの陽
介志論手ｉｌｉ》'’約たつ洲か
池かの前諜ＨｌＩ１のだたＩ:１１ら
恋と価の題ｉｌ１ｌＩｌこち新しす
とい域段へ、Ｍ(ｉにたたる
"（うが階の災、懸な」｜ミヨ

対ｌＪｌな法イテ政設に内Ii1Ii知
改治定お応安どリＵ容のる
激的さいは全のののあ縦
の立れて、保形修Ｔｌｊり利
政場て、ま陳をｉｌＨ民力Ｌ
鞭のい内ず、とが的をや
主対る外はなつ誠椛求気
導抗のの忠どてみ利めプ
樅関で行法の、らＩ則るラ
の係あ政巡新つれ係ヨイ
イ’はり施｜|’たまるのｌＬ１（
鰍、、鞭論なりの法然シ
戦今そくの遜、で的環１
と｜］れル傾法患は確境保
なでがに 域的怯な定保弛
つは今おに映りｕくが全の
て平｜］けおＩｉＦの、通の桁
い『Ⅱのるけの政あ法｝iii利
る基遜逃る社正る変イリー
の水法択政会のい遷こへ
で法状肢莱的形はのでの

１１８

あ
る
。

が
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
に
原
案
が
認
め
ら
れ
、
一
九
四
六
年
に
成
案
が
発
表
さ
れ
た
高
野
岩
一
一
一
郎
の
「
共
和
国
遜
法
私
案
」
が
あ
る
。
こ
の
高
野



趨法理念から懲法政簸へ
の
私
案
を
発
表
さ
れ
て
か
ら
五
○
年
の
今
日
の
時
点
で
読
み
直
し
、
関
連
資
料
で
検
討
し
直
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
高
野

が
共
和
国
櫛
想
に
基
づ
い
て
大
統
倣
制
を
提
起
し
天
皇
制
の
廃
止
を
求
め
て
い
た
と
い
う
斬
新
な
惑
法
理
念
を
評
価
す
る
視
点
か
ら
な
さ

（
１
）

れ
る
だ
け
の
把
握
が
、
か
な
り
表
面
的
な
捉
え
刀
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

高
野
の
「
共
和
国
恵
法
私
案
」
の
原
木
は
、
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
の
貨
砿
評
叩
室
に
、
高
野
の
Ⅲ
記
と
共
に
保
管
さ
れ
て

い
る
。
市
販
の
四
○
○
字
詰
め
原
稿
川
紙
九
枚
に
毛
筆
で
さ
り
げ
な
く
書
き
巡
れ
ら
れ
て
い
る
「
共
和
国
惑
法
私
案
」
の
原
本
は
、
お
よ

そ
、
歴
史
的
文
譜
と
し
て
残
る
私
擬
遜
法
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
砿
々
し
い
穿
岨
気
を
持
っ
た
文
宵
で
は
な
い
。
析
遜
法
制
定
の
課
題
性

を
提
起
し
た
商
野
が
、
蒼
樫
の
う
ち
に
自
案
を
ま
と
め
た
メ
モ
の
感
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
え
っ
て
、
新
患
法
の
民
間
草
案
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
体
裁
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

高
野
の
「
共
和
国
恵
法
私
案
」
発
表
爪
○
年
の
時
点
は
、
Ⅱ
本
国
慰
法
制
定
五
○
年
の
時
点
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
高
野
の
私
案
を
改

め
て
見
詰
め
画
し
、
占
恢
史
文
諜
の
検
討
な
ど
を
加
え
、
そ
こ
で
得
る
こ
と
の
Ⅲ
来
た
今
日
的
な
理
解
と
論
点
の
何
点
か
を
報
告
さ
せ
て

（
２
）

い
た
だ
く
。

（
１
）
高
野
の
「
共
和
国
懸
法
私
案
」
が
発
表
さ
れ
か
ら
二
○
年
の
時
点
で
「
私
案
」
の
薇
最
の
分
析
を
試
み
た
の
が
、
仙
稿
「
高
野
岩
三
郎
『
懲
法

私
案
」
の
社
会
連
動
史
的
背
景
」
（
「
社
会
労
働
研
究
」
第
二
七
号
、
一
九
六
六
年
。
の
ち
『
日
本
の
社
会
民
主
主
義
政
党
」
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
七
七
年
所
収
）
で
あ
っ
た
。
社
会
労
肋
述
動
の
鵬
史
的
な
背
銭
に
お
い
て
高
野
の
「
共
和
凶
惣
法
私
案
」
を
位
遡
付
け
、
そ
の
天
皇
制
克
服

の
思
想
的
到
達
点
を
評
価
し
た
拙
論
で
あ
っ
た
。
以
下
は
、
そ
の
両
論
と
な
る
。
い
ま
、
よ
う
や
く
、
か
っ
て
よ
り
は
、
多
少
、
雁
史
的
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
し
て
は
広
く
、
川
論
的
視
点
と
し
て
は
多
町
的
な
接
近
を
な
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
、
負
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
今

凹
の
試
み
も
ま
た
、
高
野
岩
三
郎
の
到
達
地
点
へ
の
一
つ
の
接
近
で
し
か
な
い
こ
と
が
確
か
で
あ
る
。

（
２
）
今
回
こ
の
小
論
は
、
一
九
九
六
年
九
月
一
八
Ⅲ
、
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
の
月
例
研
究
会
で
行
な
っ
た
こ
の
小
論
の
表
題
と
同
じ
テ
ー

マ
の
報
告
を
元
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
で
は
、
高
野
の
離
水
発
想
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
、
限
ら
れ
た
時
間
で
あ
っ
た
に
も
か
か
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昭
和
後
期
へ
の
突
入
時
点
に
お
け
る
日
本
国
憲
法
の
成
立
過
程
に
あ
っ
て
、
明
治
前
期
に
お
け
る
大
口
本
帝
国
憲
法
の
形
成
過
程
に
見

ら
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
何
祁
頬
か
の
遜
法
草
案
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
か
っ
て
の
私
擬
過
法
約
七
○
点
に
比
べ
る
と
そ
の
数

は
少
な
く
、
後
日
、
政
府
憲
法
調
査
会
が
挙
げ
て
い
る
点
数
は
、
一
○
点
余
で
あ
り
、
政
府
関
係
試
案
、
政
党
試
案
を
除
い
た
民
間
意
法

（
１
）

私
案
は
一
一
一
点
で
し
か
な
い
。
こ
の
違
い
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。

か
っ
て
の
明
治
前
期
に
お
け
る
私
擬
懸
法
の
提
起
は
、
主
と
し
て
地
力
の
政
治
結
社
が
憲
法
議
会
の
附
設
を
求
め
る
新
政
治
機
椛
柵
築

の
事
業
で
あ
り
、
「
維
新
」
と
呼
ば
れ
る
「
革
命
」
作
業
の
表
現
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
余
を
経
た
昭
和
前
期
の
「
新
憲
法
」

制
定
作
業
は
、
帝
国
議
会
に
代
友
さ
れ
る
Ⅲ
政
治
機
臓
の
有
効
性
が
残
存
す
る
状
況
に
お
い
て
、
Ⅲ
逝
法
の
改
正
手
続
き
に
雄
づ
い
て
整

然
と
進
行
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
「
戦
後
革
命
」
と
呼
ば
れ
る
「
戦
後
改
革
」
の
作
業
で
あ
っ
た
。

日
本
国
惑
法
の
制
定
経
過
の
特
徴
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
、
設
定
さ
れ
た
政
党
政
治
の
土
俵
の
上
で
展
附
さ
れ
た
懲
法
論
議
と
な
っ
て
い

る
点
に
あ
る
。
日
本
国
恵
法
の
正
当
性
は
、
旧
意
法
の
改
正
と
い
う
法
手
続
き
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
了
は
一

九
四
五
年
八
月
で
あ
っ
た
が
、
大
日
本
帝
国
憲
法
体
制
の
法
的
有
効
性
は
そ
こ
で
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
は
な
く
、
帝
国
議
会
の
継
続
と
共

に
一
九
四
七
作
況
月
ま
で
正
当
性
を
保
持
し
て
い
た
。
「
新
忠
法
」
は
、
帝
国
恵
法
体
制
の
戦
後
約
二
年
間
の
存
続
期
間
に
、
第
九
○
Ｍ

帝
国
議
会
に
お
け
る
旧
憲
法
改
正
議
案
の
採
決
と
い
う
法
手
続
き
を
経
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
帝
国
議
会
が
存
続
し
、
日
本
自
由
党
、

ｕ
本
進
歩
党
、
日
本
社
会
党
、
日
本
共
産
党
、
な
ど
各
党
の
布
陣
が
確
定
す
る
政
治
過
程
と
同
時
進
行
の
関
係
に
慨
か
れ
た
恵
法
改
正
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
私
擬
恵
法
の
多
く
は
、
議
会
政
治
の
場
に
提
示
さ
れ
る
政
党
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
っ
て
い
た
。

わ
ら
ず
、
か
な
り
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
、
報
告
者
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
。

二
、
占
領
体
制
下
の
私
擬
憲
法
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憲法Ell念から慾法政蝋へ
Ⅲ
本
国
過
法
制
疋
過
梶
の
特
徴
の
他
の
一
つ
は
、
改
服
の
発
識
が
、
国
内
の
シ
ス
テ
ム
に
加
え
ら
れ
る
「
枇
か
ら
の
人
力
」
と
し
て
な

さ
れ
た
と
い
う
特
異
な
経
過
に
あ
る
。
弊
原
内
閣
の
恵
法
改
正
作
業
の
開
始
と
各
党
の
遜
法
改
正
へ
の
取
り
組
み
は
、
占
伽
取
総
司
令
部

（
２
）

の
措
く
面
に
対
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
私
擬
憲
法
の
提
起
は
動
機
に
お
い
て
受
動
的
で
あ
っ

た
。
わ
ず
か
に
、
高
野
岩
三
郎
が
主
導
し
、
鈴
木
安
蔵
が
作
業
の
中
心
と
な
っ
た
遜
法
研
究
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
私
擬
憲
法
の
提
示
が
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
と
は
別
の
地
点
か
ら
な
さ
れ
る
自
主
的
自
律
的
な
恋
法
改
正
作
業
と
な
っ
て
い
た
。

日
本
国
惑
法
の
作
成
過
漉
で
発
表
さ
れ
た
「
新
遜
法
」
の
草
案
は
二
砿
緬
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
占

価
政
筑
と
し
て
指
令
さ
れ
た
帝
国
迩
法
改
服
作
業
に
含
ま
れ
る
政
府
と
各
党
に
よ
る
外
発
的
な
助
機
に
よ
る
遜
法
草
案
の
各
秘
で
あ
り
、

も
う
一
つ
が
、
恋
法
研
究
会
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
自
発
的
な
動
機
に
よ
る
忠
法
蛾
案
で
あ
っ
た
。
岡
野
の
「
共
和
国
淑
法
私
案
」
は
、

後
者
か
ら
の
派
生
で
あ
っ
た
。
遜
法
研
究
会
に
よ
る
意
法
草
案
の
場
合
、
帝
国
迩
法
体
制
に
あ
っ
て
異
端
と
し
て
の
位
悩
を
確
保
し
続
け

て
来
た
体
制
内
少
数
派
の
社
会
派
グ
ル
ー
プ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
二
ヵ
月
の
時
点
で
占
傾
国
に
憲
法
改
正
を
提
起
す
る
と
共
に
、

民
間
行
志
の
検
討
委
員
会
を
作
り
、
自
主
的
に
草
案
を
作
成
し
発
表
し
た
と
い
う
点
で
、
前
者
と
は
災
伽
の
草
案
で
あ
っ
た
と
見
な
せ
る
。

戦
前
の
政
治
勢
力
を
継
承
す
る
戦
後
政
党
が
発
表
し
た
逝
法
蹴
案
は
、
外
発
的
な
釛
機
に
よ
る
作
成
過
限
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
、
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
は
、
帝
国
恵
法
史
の
文
脈
か
ら
浮
上
す
る
政
党
政
治
の
到

達
点
を
表
示
す
る
意
味
内
容
が
付
加
さ
れ
て
い
た
点
が
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
二
年
間
に
お
い
て
、
大
日
本
帝
国
愈
法
体
制
を
議
会
政
治
と
政
党
政
治
の
場
と
し
て
機
能
さ
せ
る
可
能
性
が

最
大
限
に
追
求
さ
れ
た
経
過
が
あ
っ
た
。
一
九
四
六
年
に
お
け
る
幣
原
内
閣
の
後
継
内
閣
選
出
過
程
に
お
い
て
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
述

川
論
と
し
て
、
帝
国
議
会
に
お
け
る
「
忠
政
の
常
道
」
が
確
定
さ
れ
る
政
治
過
椴
が
出
現
し
て
い
た
。
帝
国
忠
法
体
制
下
で
悲
願
と
さ
れ

【
戦
後
政
党
憲
法
案
の
位
置
】
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て
い
た
政
治
政
党
の
再
現
と
確
定
が
「
戦
後
革
命
」
期
に
な
さ
れ
て
い
た
。
帝
国
憲
法
体
制
下
に
お
け
る
最
後
の
「
護
憲
運
動
」
の
政
治

過
曝
に
先
行
・
密
着
し
て
戦
後
政
党
各
派
に
よ
る
憲
法
草
案
が
作
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
内
府
」
政
権
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
幣
原
喜
重
郎
内
閣
で
あ
る
が
、
憲
法
改
正
作
業
を
自
己
の
役
割
と
自
認
し
、
憲
法
改
正
の
莱
定

を
見
届
け
る
こ
と
な
し
に
政
党
内
閣
に
政
権
を
譲
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
頓
さ
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
政
党
政
治
の
担
い
手
を

自
認
す
る
ｎ
本
自
由
党
や
日
本
進
歩
党
や
日
本
社
会
党
な
ど
は
、
「
政
党
者
流
」
と
し
て
の
自
覚
を
以
て
、
幣
原
内
閣
の
打
倒
を
叫
ぶ
こ

と
に
な
っ
た
。
か
っ
て
の
「
護
憲
三
派
」
の
提
携
よ
ろ
し
く
野
党
四
党
の
共
同
委
員
会
が
結
成
さ
れ
、
超
然
内
閣
で
あ
る
幣
原
内
閣
を
打

倒
し
、
吉
田
茂
に
よ
る
政
党
内
閣
を
紺
織
し
た
。
一
九
四
六
年
の
政
権
空
白
川
は
、
帝
国
憲
法
体
制
下
に
お
け
る
最
後
の
、
そ
し
て
総
仕

上
げ
と
し
て
の
政
党
政
治
の
充
実
川
と
な
っ
た
。
幣
原
内
閣
打
倒
迎
勁
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
意
政
の
常
道
」
を
守
れ
で
あ
り
、
自
川
党
や

（
３
）

進
歩
党
の
動
き
は
、
協
同
党
、
社
会
党
、
の
動
き
も
〈
己
め
て
、
当
時
の
新
聞
報
道
が
認
め
る
第
三
次
の
「
謹
憲
運
動
」
と
な
っ
た
。

幣
原
内
閣
の
倒
閣
を
目
指
す
自
川
党
、
進
歩
党
、
社
会
党
、
共
産
党
、
な
ど
「
民
党
」
的
立
場
の
各
党
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
法
改
正
案
を

発
表
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
案
が
、
い
ず
れ
も
、
帝
国
憲
法
体
制
下
の
立
憲
君
主
制
と
政
党
政
治
、
議
院
内
閣
制
の
実
績
を
発
掘
し
確
定

す
る
内
容
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
第
三
次
「
護
憲
運
動
」
の
担
い
手
の
発
言
と
し
て
当
然
で
あ
っ
た
。
各
党
の
修
正
案
は
、
大
日
本
帝
旧

懸
法
体
制
を
、
そ
の
内
的
必
然
性
に
お
い
て
解
体
し
、
共
和
体
制
へ
漸
次
的
に
移
行
さ
せ
る
歴
史
的
役
割
を
自
覚
し
た
営
為
と
な
っ
て
い

た
。
戦
後
結
成
さ
れ
た
各
党
の
憲
法
改
正
案
が
、
天
皇
制
廃
止
を
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
理
山
で
こ
れ
ら
の
憲
法
草
案
に
つ

い
て
否
定
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
。

幣
原
内
閣
の
松
本
委
員
会
に
お
け
る
何
価
類
か
の
改
正
案
に
共
通
す
る
の
は
、
緊
急
勅
令
に
つ
い
て
の
理
解
が
、
た
と
え
ば
発
令
さ
れ

た
勅
令
に
関
す
る
議
会
に
お
け
る
事
後
承
認
と
事
後
否
定
の
規
定
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
美
濃
部
達
吉
の
懸
法
学
説
を
憲
法
典
と
し
て
砿

（
４
）

認
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
緊
急
勅
〈
、
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
自
由
党
や
進
歩
党
の
憲
法
草
案
に
お
い
て
も
同
様
に
美
濃
部
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占
領
政
策
と
し
て
指
令
さ
れ
た
憲
法
改
正
に
対
応
す
る
憲
法
修
正
の
試
み
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
大
日
本
帝
国
憲
法
体
制
下
に
お
け
る

議
会
政
治
と
政
党
政
治
の
傍
系
部
分
か
ら
、
言
う
な
ら
ば
社
会
派
の
部
分
か
ら
、
民
衆
の
自
発
性
を
蕊
盤
と
す
る
新
た
な
迩
法
理
念
の
提

起
を
試
み
る
自
主
憲
法
制
定
の
動
き
が
現
わ
れ
て
い
た
。
高
野
岩
三
郎
や
鈴
木
安
蔵
な
ど
に
よ
る
憲
法
研
究
会
が
発
表
し
た
「
憲
法
草
案

要
綱
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
高
野
岩
一
一
一
郎
の
改
正
私
案
で
あ
る
「
日
本
共
和
国
意
法
私
案
要
綱
」
が
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
草
案

に
は
、
原
理
的
相
述
が
含
ま
れ
て
い
た
。
惣
法
研
究
会
の
「
遜
法
草
案
要
綱
」
は
、
天
皇
制
廃
止
論
を
採
川
せ
ず
、
新
遜
法
体
制
に
お
け

る
天
皇
の
地
位
を
「
国
家
的
儀
礼
」
の
「
司
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
高
野
の
「
日
本
共
和
国
憲
法
私
案
要
綱
」
は
、
天
皇
制
廃
止

を
明
言
し
、
天
皇
制
に
代
え
て
大
統
領
制
を
採
川
す
る
と
す
る
共
和
国
懇
法
の
構
想
と
な
っ
て
い
た
。

だ
が
、
そ
の
違
い
を
越
え
て
、
遜
法
研
究
会
を
母
体
に
発
表
さ
れ
た
二
つ
の
恵
法
草
案
に
は
、
占
傾
政
策
へ
の
対
応
と
し
て
で
は
な
く
、

燕
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら
の
日
本
の
社
会
史
に
お
け
る
地
下
水
脈
の
表
出
と
し
て
提
起
さ
れ
る
新
た
な
憲
法
制
定
を
求
め
る
動
き
と
し
て

”
の
共
通
点
が
あ
っ
た
。
こ
の
一
一
つ
の
激
法
改
正
案
は
、
帝
国
議
会
の
枠
の
中
に
お
け
る
恋
法
改
正
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
新
た
な
遜
法

錆
制
定
権
力
の
確
定
を
も
意
味
す
る
憲
法
議
会
の
開
設
に
よ
る
新
憲
法
の
制
定
を
求
め
る
動
き
と
な
っ
て
い
た
。

鄙
憲
法
研
究
会
は
、
高
野
の
要
請
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
政
府
の
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
森
戸
辰
男
の
証
一
一
筒
に
よ
れ
ば
、
終
戦
と

趣
共
に
、
森
戸
は
知
識
人
の
新
日
本
建
設
へ
の
寄
与
を
目
的
と
す
る
凹
本
文
人
連
盟
を
組
織
し
た
。
馬
場
恒
吾
、
岩
洲
辰
雄
、
室
伏
高
信
、

憲
正
宗
白
鳥
、
な
ど
を
結
集
し
た
日
本
文
化
人
連
盟
は
、
早
く
も
終
戦
か
ら
一
月
後
の
一
九
四
五
年
九
月
に
動
き
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の

学
説
そ
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
。
帝
国
迩
法
体
制
下
の
公
法
・
患
法
学
の
価
域
お
い
て
、
学
問
的
に
は
ほ
ぼ
硴
定
さ
れ
て
い
た
穂
臓
。
上

（
５
）

杉
学
説
に
対
す
る
美
濃
部
学
説
の
優
位
で
あ
っ
た
。
美
濃
部
憲
法
学
優
位
の
政
治
的
社
会
的
な
確
認
の
証
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
保
守
的
と

み
な
さ
れ
る
日
本
国
憲
法
案
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

【
憲
法
研
究
会
草
案
の
位
置
】
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憲
法
研
究
会
の
「
憲
法
草
案
要
綱
」
か
ら
派
生
し
た
高
野
岩
三
郎
の
「
川
本
共
和
国
愈
法
私
案
要
綱
」
は
、
一
見
、
当
時
と
し
て
は
過

激
な
大
統
傾
制
の
提
起
で
あ
り
、
天
皇
制
の
廃
止
論
で
あ
り
、
突
川
し
た
共
和
旧
櫛
想
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
高
野
の
恵
法
私
案
は
、

日
本
の
社
会
史
に
内
在
的
な
発
言
と
し
て
の
砿
み
を
示
し
て
い
た
。

会とノこそた月求がと意木会
のし綴れよ－まめ、日求法女の
－，て過とう九で、そ木め制蔵発
恵Ｇではな五に忠れ国た定に足
法｝Ｉあ逆Ｇ七行法ノミ題の連忠に
草ＱつへのＨ年な識け法は動法っ
案にたuzliQにう会で形、を研い
嬰捉゜態の発このは成一、究て
綱１１｝やで示足とＩ)Ｍな過九も会森
Ｌさが、唆しに設く渥四うの戸
はれてＧにた成を、にＪｉ、組の
、、ＧＨよ政功捉むおイド少織Ｎｌ
日二ＨＱつ府しｕ'二｜しけ－し化談
水ｉｊＨＱのて患たしろる○もを役
匝｜噸が災憲法、、そ高)］早求と
恋の提文法調そ【｜れ野こぐめな
法英示草１Ｊ［査の主以のノＬ起たつ
形訳す案究会ｌＭｉ恵一上役｜］この大
成文る作会の史法に割のさでの

臘蝋Ml2製繊,ＦｌＭＥ６２胤
垢ぞ雛洲脇隅馴堪￥
け災Ｉ|i'｜お草にＩこる化まつい忠あ
る文のい案よお－，人でたけ法つへ
[１忠｜ルて要つい遜辿、とな史プこ』
成ｉｉＡｌｕ１、綱てて法ＩＨＩ彼さいの。
的（'1；と忠ＬＩﾘ１注草やのれ゜研そ
喫成’１１法がら’１案迩司てそ究し
囚のＩＴＵ｝作かさ要〃（［ｌいれ打て
と際の究成にれ綱研本ろでで、
しに大会ささ、￣究共。、あこ
て参里のれれ評の会『Ⅱひるの
機１１(（（|ｉｌｌ－，九た（,Ｉｉ起をＩＥＩと鈴｜］
能さ形趨経のさ草発意つ水木
しれ骸扶過はれと足法、に文
てた化草で、な発さ私君、化
い経の案は皮け炎せ案Ｅｌｉｌｉｊｉ人
た過柵要な肉れをる要身野述
のが似綱かにば終起綱しが１Ｗ
で砿がＬつもな戦助’一つョと
あ認、がた、らの背のか比い
つさ磁検。（可なlIHと内り’''１う
たれ怯討ｌﾘ１人いのな容や｜：１場
・て１０｛さらかで－つでつ身に
い究れかのあ九てｉ'''１てかお
る会通に委ろ四、定くらい
。の視な貝う五魍され、て
激ｉｋさつが。ｌ|｛ｉｉ｣lくれな瓜高

；iMi￥肘'１２帷》17洲
究案いはし二を九ＬＬ－な鈴

【
幣
原
喜
重
郎
と
高
野
岩
三
郎
】
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高
野
に
関
す
る
追
憶
と
し
て
な
さ
れ
た
一
つ
の
証
言
が
あ
る
。
「
当
時
の
総
理
大
胞
幣
原
さ
ん
は
商
野
先
生
の
友
人
で
、
死
ぬ
ま
で
現

在
の
平
和
迩
法
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
押
し
つ
け
恵
法
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
高
野
先
生
の
遜
法
草
案
の
話
を
聞
か
れ

（
９
）

て
い
た
か
ら
だ
と
思
う
」
。
新
惑
法
政
府
案
（
実
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
英
文
恵
法
草
案
）
を
議
会
と
国
民
に
示
し
た
内
閣
の
甘
机
・
幣
原
章
口
重
郎

は
、
高
野
岩
三
郎
と
生
年
が
ほ
ぼ
同
じ
維
新
直
後
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
明
治
二
八
年
卒
業
を
意
味
す
る
「
二
八

会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
幣
原
が
平
和
憲
法
自
成
説
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
憲
法
九
条
起
源
問
題
」
に

根
が
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
天
皇
制
の
改
革
に
関
し
て
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
柵
想
よ
り
改
地
庇
に
お
い
て
侭
越
し
て
い
た

商
岼
私
案
の
認
知
を
蹄
ま
え
た
、
成
説
で
あ
っ
た
と
す
る
皿
解
も
ま
た
不
ｎ
然
で
は
な
い
。

高
野
が
幣
原
に
会
い
、
惑
法
研
究
会
の
案
に
つ
い
て
説
明
し
た
こ
と
が
あ
る
と
す
る
証
言
も
な
さ
れ
て
い
る
。
高
野
は
、
政
府
が
邸
附

し
て
い
る
「
松
本
案
」
で
は
だ
め
だ
、
と
幣
原
に
直
言
し
た
。
し
か
し
、
幣
原
は
、
天
皇
の
位
世
に
つ
い
て
「
国
家
的
倣
礼
だ
け
で
は
川

る
ん
だ
」
と
実
務
的
な
答
え
を
与
え
、
憲
法
研
究
会
の
案
に
つ
い
て
は
、
高
野
私
案
も
含
め
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
「
ど
う
も
行
き
す

（
川
）

ぎ
だ
」
と
政
府
の
立
場
を
強
調
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
幣
原
で
あ
っ
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
英
文
逝
法
草
案
を
受
け
入
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
時
、
幣
原
の
脳
裏
に
は
、
天
皇
制
の
象
徴
化
に
つ
い
て
「
わ
が
力
に
も
こ
れ
と
同
様
な
、
い
や
こ
れ
以
北
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
案

鏥
が
あ
っ
た
の
だ
」
と
自
ら
の
側
を
誇
る
思
い
が
走
っ
て
い
た
に
述
い
な
い
。

趣
と
こ
ろ
で
、
迩
法
研
究
会
の
「
懸
法
草
案
要
綱
」
と
岡
野
の
「
日
本
共
和
川
滋
法
私
案
要
綱
」
は
、
磁
法
理
念
に
お
け
る
災
伍
さ
と
両

識
者
の
間
の
距
離
を
あ
え
て
露
呈
さ
せ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
構
造
と
し
て
は
一
体
化
す
る
関
係
を
保
持
し
て
い
た
。
憲
法
研
究
会
の

鈍
「
憲
法
草
案
要
綱
」
は
、
そ
の
補
則
で
「
此
ノ
憲
法
公
布
後
退
ク
モ
一
○
年
以
内
二
国
民
投
票
ニ
ョ
ル
新
憲
法
ノ
制
定
ヲ
ナ
ス
ベ
シ
」
と

稗
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
占
緬
体
制
下
の
憲
法
制
定
の
見
直
し
と
か
、
民
衆
の
政
治
意
識
の
成
熟
へ
の
期
待
と
か
が
こ
の
棚
川
に
含
め

（
Ⅲ
）

恵

ら
れ
て
い
た
。
高
野
構
想
に
お
け
る
完
全
共
和
制
に
近
づ
く
た
め
の
斬
定
憲
法
柵
想
と
し
て
の
位
置
が
「
遜
法
草
案
要
綱
」
に
与
え
ら
れ

2５



私
擬
憲
法
と
し
て
の
憲
法
研
究
会
の
「
憲
法
草
案
要
綱
」
と
高
野
私
案
で
あ
る
「
日
本
共
和
国
憲
法
私
案
要
綱
」
と
の
間
に
は
、
天
皇

制
を
君
主
制
に
転
化
さ
せ
、
や
が
て
、
そ
の
君
主
制
が
完
全
共
扣
川
に
移
行
す
る
機
連
の
成
熟
に
期
待
す
る
と
い
う
黙
契
が
成
立
し
て
い

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
迩
法
研
究
会
の
「
逝
法
草
案
班
綱
」
が
迩
法
政
策
論
と
し
て
の
発
想
を
含
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
岡
野
私
案

で
あ
る
「
Ｈ
水
共
和
国
恵
法
私
案
喫
綱
」
は
、
恵
法
政
莱
論
に
慰
法
理
念
を
対
世
さ
せ
る
役
判
を
自
覚
す
る
私
案
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
か
な
り
屈
折
し
た
形
に
お
い
て
で
は
あ
っ
た
が
、
迩
法
研
究
会
の
「
恵
法
草
案
要
綱
」
と
商
野
の
「
日
本
共
和
国
淑
法
私
案

要
綱
」
は
、
そ
の
述
勅
す
る
内
的
な
柵
造
そ
の
ま
ま
に
、
日
本
国
迩
法
形
成
過
限
に
お
け
る
自
成
的
要
因
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

て
い
て
、
そ
れ
が
｝
巣

い
う
柵
造
で
あ
っ
た
。

（
１
）
迩
法
調
代
金
取
術
局
『
迩
法
制
定
の
綴
過
に
側
す
る
小
委
圃
会
州
俗
仙
呵
』
大
蔵
尚
印
刷
局
、
一
九
六
一
年
一
二
Ⅱ
。
一
六
七
～
一
六
八
ペ
ー
ジ
。

右
側
彰
一
「
祈
迩
法
の
誕
生
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
九
年
、
三
一
ペ
ー
ジ
、
参
剛
。
「
払
概
趨
法
」
の
語
義
に
お
い
て
は
、
私
案
だ
け
で
な
く
、

政
府
関
係
案
も
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
『
新
忠
法
の
誕
生
』
は
、
一
九
九
五
年
に
「
巾
公
文
服
」
に
入
っ
て
い
る
。

（
２
）
Ⅱ
水
共
産
党
は
、
一
九
Ｎ
爪
年
二
Ⅱ
に
全
文
六
カ
条
の
「
析
懲
法
」
の
「
冊
子
」
を
発
表
し
て
い
る
が
、
「
草
案
」
を
発
表
し
た
の
は
、
政
府

案
が
発
表
さ
れ
論
会
で
瀞
識
が
始
ま
っ
た
一
九
四
六
年
六
月
で
あ
る
。
此
藤
党
の
迦
法
蛾
案
も
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
の
恋
法
改
服
脂
令
の
枠
の
中
に
お
け
る
対

応
策
と
し
て
位
世
付
け
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
共
産
党
の
憲
法
論
は
、
日
本
社
会
の
政
治
文
脈
か
ら
外
れ
た
地
点
で
の
発
言
を

企
図
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
当
面
の
日
本
国
憲
法
史
論
に
お
け
る
分
析
対
象
か
ら
は
、
外
す
こ
と
に
す
る
。

（
３
）
「
政
権
空
白
期
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
幣
原
内
閣
か
ら
第
一
次
吉
川
内
側
に
至
る
期
間
が
、
災
は
第
三
次
の
「
趨
趨
遮
勅
」
の
高
揚
川
で
あ

り
「
政
治
充
爽
川
」
で
あ
っ
た
蛎
火
経
過
に
つ
い
て
は
、
高
橋
、
前
掲
［
｜
の
注
ｌ
］
『
日
本
の
社
会
民
主
主
義
政
党
』
第
八
素
の
二
、
参
照
。

二
一
六
ペ
ー
ジ
、
ほ
か
。

そ
れ
が
こ
の
捕
川
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
高
野
の
共
和
囮
柵
似
へ
の
国
民
投
票
に
よ
る
接
近
と
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（
Ⅲ
）
惑
法
研
究
会
の
「
懲
法
草
案
要
綱
」
は
、
錦
木
安
蔵
『
恋
扶
制
定
前
後
』
（
満
水
叫
晦
、
一
九
七
七
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
趨
法
研
究
会
が

示
し
た
「
新
惑
法
」
を
コ
ン
フ
ァ
ー
ム
す
る
発
想
は
、
Ｇ
Ⅱ
Ｑ
の
側
の
草
案
作
成
過
朧
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
一
点
と
な
っ
て
い
た
。
惑
法
調
査

会
耶
術
局
、
前
掲
〔
こ
の
注
ｌ
］
、
『
遜
法
制
定
の
経
過
に
側
す
る
小
委
圃
会
棚
呰
瞥
』
一
八
七
ペ
ー
ジ
。
「
析
遜
法
」
制
定
後
、
コ
ン
フ
ァ
ー
ム
す

る
機
会
が
腿
起
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
コ
ン
フ
ア
ー
ム
の
必
拠
が
否
定
さ
れ
る
形
で
「
析
迩
法
」
の
コ
ン
フ
ァ
ー
ム
が
な
さ
れ
た
と
い
う
興
味
あ

る
馴
突
経
過
に
つ
い
て
は
、
古
側
影
一
、
前
掲
［
こ
の
注
ｌ
］
、
『
新
迩
法
の
誕
生
』
Ⅲ
、
「
忘
れ
ら
れ
た
『
そ
の
後
』
」
を
参
照
。

（
４
）
古
側
彰
一
、
前
掲
〔
こ
の
注
ｌ
］
、
『
新
迩
法
の
誕
生
』
Ⅲ
、
「
囚
わ
れ
た
る
法
学
打
た
ち
１
惑
法
問
題
調
査
会
」
参
照
。
特
に
六
九
ペ
ー
ジ
の

「
宮
沢
叩
案
、
第
八
条
」
。

（
５
）
「
祈
懸
法
」
の
形
成
過
隈
と
は
「
惣
法
剛
争
」
の
展
側
過
椴
で
あ
る
と
す
る
同
時
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
。
一
九
Ｗ
六
年
を
「
迩
法
剛
争
の
年
」

で
あ
る
と
す
る
同
時
認
識
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
の
は
「
美
織
部
趣
法
学
の
法
解
釈
学
」
の
評
価
で
あ
り
、
「
今
後
の
恋
法
学
は
美
鰻
部
恋
法
の

系
譜
の
上
に
お
い
て
の
み
、
正
当
な
発
展
を
川
待
し
灯
る
こ
と
と
忠
う
」
と
す
る
判
断
で
あ
っ
た
。
「
美
濃
部
博
士
の
趨
法
論
は
学
問
的
に
は
、
す

で
に
入
正
年
側
に
Ｍ
Ｍ
・
上
杉
流
の
巡
凶
家
主
義
的
な
逝
法
論
を
克
服
し
て
い
た
…
」
の
で
あ
っ
た
。
中
村
獅
州
析
迩
法
ノ
ー
ト
』
共
扣
川
版
社
、

一
九
四
七
年
。
三
、
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
憲
法
調
査
会
『
惑
法
調
査
会
第
十
回
総
会
議
珈
録
』
（
一
九
五
八
年
二
月
一
九
日
）
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
７
）
迩
法
訓
在
会
『
恋
法
制
定
の
経
過
に
側
す
る
小
委
員
会
第
二
十
一
回
論
耶
録
』
（
一
九
孤
九
年
四
月
九
日
）
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
８
）
惑
法
調
査
会
ア
メ
リ
カ
調
査
団
に
お
け
る
こ
の
皮
肉
な
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
憲
法
調
査
会
委
員
・
高
田
元
三
郎
の
発
言
を
参
照
。
右
同
、

懲
法
調
査
会
『
懸
法
制
定
の
経
過
に
側
す
る
小
委
員
会
第
二
十
一
回
議
蛎
録
」
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
「
間
野
淵
三
郎
先
生
追
悼
会
の
記
」
（
メ
イ
ン
・
タ
イ
ト
ル
は
「
高
瓜
を
偲
ぶ
」
）
『
法
政
」
一
九
五
三
年
Ⅱ
Ⅱ
、
に
お
け
る
三
宅
哨
榔
の
発
言
。

（
、
）
憲
法
調
査
会
に
お
け
る
鈴
木
安
蔵
の
証
言
に
よ
る
。
憲
法
調
査
会
、
前
掲
［
こ
の
注
７
］
、
「
憲
法
制
定
の
経
過
に
関
す
る
小
委
員
会
第
二
十
一

回
議
取
録
」
一
七
ペ
ー
ジ
。

〔
こ
の
注
ｌ
］
、
『
新
適
法
の
誕
生
』
Ⅲ
、
「
囚
わ
れ
た
る
法
学
打
た
ち
１
恵
法
問
題
調
査
会
」
参
照
。
特
に
六
九
ペ
ー
ジ
の
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多
様
で
膨
大
な
Ｇ
Ｈ
Ｑ
関
係
文
普
の
公
開
と
発
堀
と
分
析
が
進
む
に
つ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
後
史
」
の
諸
断
而
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
形
成
史
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
高
野
岩
三
郎
と
大
内
兵
衞
、
森
戸
辰
男

の
存
在
と
役
割
も
、
伊
藤
悟
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
占
傾
史
関
係
文
書
の
一
端
と
し
て
の
合
衆
国
政
治
顧
問
団
（
ポ
ラ
ー
ド
）
文
書
の
掘

り
起
こ
し
に
よ
っ
て
、
見
落
と
せ
な
い
一
経
過
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
１
）

戦
時
体
制
下
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
と
い
う
「
石
か
げ
」
に
逼
塞
し
て
い
た
一
同
野
で
あ
り
、
大
内
、
森
戸
で
あ
っ
た
が
、
日
本
政
府

に
よ
っ
て
ポ
ツ
ダ
ム
亘
一
一
門
の
受
諾
が
な
さ
れ
る
や
い
な
や
械
極
的
な
「
新
時
代
」
へ
の
対
応
活
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
っ
た
。
Ⅲ
本
文
化

人
迎
淵
の
組
織
化
が
そ
れ
で
あ
り
、
憲
法
研
究
会
の
活
動
開
始
が
そ
れ
で
あ
り
、
「
憲
法
草
案
要
綱
」
の
作
成
と
発
表
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

高
野
や
大
内
、
森
戸
の
戦
後
の
活
動
の
起
点
に
、
大
内
や
繰
戸
に
よ
る
合
衆
国
政
淌
顧
問
団
に
対
す
る
題
法
改
正
を
求
め
る
見
解
の
表

明
が
あ
っ
た
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
ま
だ
二
ヵ
月
も
経
た
な
い
一
九
四
五
年
一
○
月
八
日
、
大
内
兵
衞
は
ポ
ラ
ー
ド
担
当
官
と
の
会
見
に
応

じ
た
。
担
当
官
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
記
録
が
、
一
九
四
五
年
一
○
月
一
三
日
付
け
で
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
チ
ソ
ン
・
Ｊ
ｒ
の
名
に
よ
っ

（
２
）

て
ワ
シ
ン
ト
ン
の
国
務
省
宛
に
送
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
報
雌
口
瞥
に
よ
れ
ば
、
ポ
ラ
ー
ド
担
当
官
は
、
大
内
を
前
・
東
京
帝
国
大
学
の
財
政

学
の
教
授
で
あ
り
、
現
・
日
本
銀
行
の
審
議
官
で
あ
る
と
し
て
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
あ
る
が
、
大
内
は
、
自
ら
を
、
「
同
人
会
」
と
い

う
「
小
さ
な
リ
ベ
ラ
ル
な
グ
ル
ー
プ
」
の
一
員
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
担
当
官
の
問
い
掛
け
に
答
え
て
い
る
。

大
内
が
「
同
人
会
」
の
一
員
を
名
乗
っ
て
ポ
ラ
ー
ド
担
当
官
の
面
接
に
応
じ
た
こ
と
は
、
大
内
が
、
高
野
岩
三
郎
や
森
戸
辰
男
ら
と
終

戦
後
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
合
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
一
定
の
方
向
を
お
互
い
に
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
見
解
を
述
べ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

（
３
）

を
示
唆
し
て
い
る
。
大
内
が
明
ら
か
に
し
た
見
解
は
、
「
懲
法
の
改
正
（
【
の
ぐ
一
の
一
○
コ
）
は
必
至
」
で
あ
り
、
「
日
本
の
民
衆
（
□
口
ウ
］
〕
。
）
」

三
、
高
野
「
共
和
国
憲
法
私
案
」
の
基
本
構
造
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㈹
財
政
事
項
に
関
す
る
勅
令

、
予
算
編
成
に
側
す
る
図
会
の
椛
限

（
登
料
不
鮮
川
簡
所
は
判
読
）

こ
の
よ
う
な
大
内
の
見
解
に
つ
い
て
、
ポ
ラ
ー
ド
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
、
一
情
報
と
し
て
伝
達
す
る
だ
け
で
あ
り
ま
だ
コ
メ
ン
ト
す
る
段
階

で
は
な
い
、
と
の
見
解
を
付
け
加
え
て
い
る
。

大
内
の
後
、
ポ
ラ
ー
ド
の
担
当
官
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
の
は
森
戸
辰
男
で
あ
っ
た
。
高
野
岩
三
郎
と
の
而
接
が
な
さ
れ
た
の
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
高
野
の
東
京
帝
大
に
つ
い
て
の
「
改
革
」
案
が
森
戸
に
よ
っ
て
ポ
ラ
ー
ド
側
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
森
戸
が

ポ
ラ
ー
ド
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
た
の
は
、
一
九
四
五
年
二
月
七
日
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ン
。
Ｋ
・
エ
マ
ー
ソ
ン
が
ポ
ラ
ー
ド
の
特

別
政
沿
顧
問
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
。
エ
マ
ー
ソ
ン
が
森
戸
の
見
解
を
「
恵
法
改
正
お
よ
び
そ
の
他
の
今
日
的
な
日
本
の
諸
問
題
」
と
題（
４
）

す
る
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
を
含
む
報
告
が
、
一
九
四
五
年
一
一
月
一
一
二
日
付
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
国
務
省
に
送
ら
れ
た
。

会
談
の
前
提
と
さ
れ
た
の
は
、
大
原
社
会
間
鼬
研
究
所
の
高
野
と
森
戸
が
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
独
自
の
研
究
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
た

と
い
う
新
聞
報
道
で
あ
っ
た
。
』
。
Ｋ
・
エ
マ
ー
ソ
ン
が
ま
と
め
た
森
戸
の
発
言
は
、
「
遜
法
改
正
」
「
大
学
改
敵
」
「
政
党
」
「
日
本
の
将

来
」
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
、
小
論
文
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
憲
法
改
正
」
部
分
の
要
点
を
拾
う
と
以
下
の
諸
点
と
な
る
。

は
「
天
皇
の
位
置
の
変
化
を
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
二
点
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
内
は
、
少
な
く
と
も
以
下
の
七

点
に
つ
い
て
慰
法
は
改
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
提
言
し
て
い
る
。

5）（４）（３）（２

熾
族
院
の
権
限

天
皇
の
戦
争
開
始
と
終
結
の
権
限

箙
に
対
す
る
直
接
統
串
（
統
帥
権
）

緊
急
勅
令
発
布
の
権
限

天
皇
の
条
約
締
結
権
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【
高
野
岩
三
郎
の
こ
だ
わ
り
】

二
○
世
紀
前
半
の
四
半
世
紀
に
お
い
て
、
「
合
皿
的
な
社
会
の
改
造
」
を
企
図
し
て
社
会
研
究
（
⑫
８
口
一
「
の
⑪
８
『
８
）
に
桃
わ
っ
て
き

た
「
同
人
会
」
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
大
原
祉
研
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
高
野
や
大
内
、
森
戸
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
お
い
て
、
ま
ず
は
、
特
殊

天
皇
制
を
名
Ｈ
的
に
存
続
さ
せ
な
が
ら
、
災
質
的
に
は
沿
主
制
一
般
に
転
化
さ
せ
る
擶
想
が
、
患
法
改
正
提
起
の
第
一
歩
を
蹄
み
出
す
に

当
た
っ
て
の
承
認
事
項
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
大
内
や
森
戸
に
「
先
生
」
と
し
て
敬
愛
さ
れ
る
高
野
老
人
は
、
お
そ
ら

く
は
恵
法
研
究
会
の
議
論
の
過
隈
で
、
教
え
子
で
あ
る
大
内
や
森
戸
の
穏
健
な
天
皇
制
改
組
論
と
異
な
っ
て
、
こ
の
際
、
天
皇
制
そ
の
も

の
の
廃
止
を
提
起
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
憲
法
改
正
案
の
形
を
と
っ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
憲
法
改
正
課
題
と
象
徴
天
皇
制
の
構
想
が
、
大
原
社
研
に
結
集
し
て
い

た
尚
野
を
小
心
と
す
る
「
同
人
会
」
の
め
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
合
衆
国
政
胎
Ⅷ
川
川
に
提
起
さ
れ
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
国
務
省
に
伝
達
さ
れ
て

（
５
）

い
た
の
で
あ
っ
た
。

ｐ
憲
法
改
正
の
最
大
の
課
題
は
、
人
権
の
擁
護
で
あ
る
。
人
民
の
権
利
は
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
天
皇
は
「
道
徳
的
象
徴
」
（
ロ
ョ
・
国
⑫
『
ヨ
ワ
○
一
）

以
上
の
何
か
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

Ⅲ
た
だ
し
、
犬
型
制
と
里
窓
を
急
激
に
廃
止
す
る
な
ら
ば
、
国
家
的
混
乱
が
滋
き
起
こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

何
主
権
は
名
Ⅱ
的
に
は
天
皇
に
、
実
質
的
に
は
人
氏
（
□
８
己
の
）
に
依
拠
す
べ
き
で
あ
る
。
天
皇
の
行
為
は
、
雛
会
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

側
二
月
一
三
Ｈ
に
正
式
に
発
足
す
る
Ⅲ
本
文
化
人
述
肌
の
課
題
の
一
つ
は
激
法
改
正
で
あ
る
。

⑪
人
氏
（
己
の
８
－
の
）
は
、
恵
法
改
正
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
。
政
府
と
枢
需
院
は
、
憲
法
学
者
だ
け
で
憲
法
改
正
作
業
に
着
手
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

法
の
技
術
家
に
過
ぎ
な
い
患
法
学
者
は
、
人
氏
の
政
治
的
社
会
的
見
解
を
的
確
に
代
表
出
来
な
い
。
窓
法
学
背
の
何
人
か
は
、
帝
個
適
法
の
改
正
は

必
要
が
な
い
と
し
て
い
る
。
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遜法理念から遜法政策へ

森
戸
や
大
内
の
意
見
に
同
調
し
た
高
野
で
あ
っ
た
が
、
共
和
制
の
構
想
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
高
野
の
構
想
は
「
日
本
共
和
国

憲
法
私
案
要
綱
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
上
で
、
惑
法
研
究
会
の
「
懲
法
草
案
要
綱
」
と
は
別
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
適
法
研

究
会
の
会
員
も
そ
う
す
る
よ
う
に
す
す
め
た
結
果
が
、
雑
誌
「
新
生
』
に
お
け
る
高
野
の
「
改
正
趨
法
私
案
要
綱
」
の
発
表
と
な
っ
た
。

高
野
が
、
そ
こ
ま
で
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
天
皇
制
廃
止
の
提
起
に
固
執
し
た
の
は
、
高
野
の
心
の
奥
底
に
、
明
治
初
年
の
状
況
へ
の
強

い
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

戦
後
直
後
に
発
行
さ
れ
、
創
刊
号
を
三
○
万
部
発
行
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
雑
誌
『
新
生
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
新
生
』
誌
の
第
二
巻
第

二
号
（
一
九
四
六
年
二
Ⅱ
）
に
、
高
野
は
、
巻
頭
論
文
「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」
を
発
表
し
、
そ
の
末
尾
に
、
「
日
本
共
和
国
遼
法
私
案
要
綱
」

を
「
改
正
憲
法
私
案
要
綱
」
と
改
題
し
て
収
め
た
。
小
論
又
「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」
は
、
高
野
の
「
改
正
憲
法
私
案
要
綱
」
の
提
案
趣
旨

（［Ｉ）

説
明
と
な
り
、
一
局
野
の
「
北
〈
和
国
意
法
私
案
」
の
基
本
発
想
を
詳
細
に
論
述
し
た
エ
ッ
セ
イ
と
な
っ
て
い
る
。

高
野
が
「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」
で
か
な
り
立
ち
入
っ
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
撤
川
喜
三
郎
の
「
装
飾
天
皇
制
」
論
で
あ
っ
た
。
間
野
は

横
田
の
主
権
論
の
論
理
性
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
も
、
「
装
飾
天
皇
制
」
論
に
つ
い
て
は
「
遺
憾
な
が
ら
こ
の
点
に
於
て
横
田
教
授
の
論
に

も
又
惑
法
研
究
会
同
人
の
多
数
と
も
所
見
を
異
に
す
る
」
と
し
、
今
回
の
「
改
正
恵
法
私
案
要
綱
」
に
つ
い
て
、
「
敢
て
私
見
を
開
陳
し

て
世
人
の
参
考
に
資
せ
ん
と
欲
す
る
」
に
至
っ
た
の
で
あ
る
と
、
発
表
の
意
図
を
説
明
し
て
い
る
。
高
野
の
枇
山
論
文
批
判
に
は
、
大
内

（
６
）

し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
思
い
切
っ
て
共
和
制
で
ゆ
き
た
い
」
と
言
い
出
し
た
高
野
に
、
憲
法
研
究
会
の
会
員
の
中
に
賛
同
す
る
者
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ

た
が
、
し
か
し
、
森
戸
な
ど
の
「
天
皇
制
は
反
対
だ
が
当
面
す
ぐ
に
共
和
制
に
ゆ
く
の
は
不
適
当
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
見
が
多
数
を
占
め

た
の
で
あ
っ
た
。
大
内
も
書
伽
で
多
数
説
と
同
じ
意
見
を
述
べ
た
。
鈴
木
安
蔵
が
そ
の
大
内
の
手
紙
を
高
野
に
示
す
と
、
高
野
は
「
大
内

君
ま
で
そ
う
言
う
の
か
」
と
「
微
苦
笑
」
し
て
、
天
皇
制
の
形
式
と
し
て
の
残
存
を
認
め
た
案
が
憲
法
研
究
会
の
案
と
な
る
こ
と
を
了
承

1３１
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遜法理念から懲法政簸へ

高
野
の
「
共
和
国
迩
法
私
案
」
は
、
一
つ
で
は
な
く
、
原
案
と
成
案
が
あ
っ
て
、
そ
の
内
窓
に
は
微
妙
な
箙
拠
が
認
め
ら
れ
る
。
終
戦

の
年
、
一
九
Ｗ
汎
年
の
一
一
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
岡
野
は
忠
法
研
究
会
の
捉
咄
行
で
あ
り
、
そ
の
活
助
の
中
心
の
一
人
で
あ
っ
た

が
、
遜
法
研
究
会
の
「
迩
法
草
案
泌
綱
」
が
公
表
さ
れ
、
政
府
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
捉
川
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
血
前
と
忠
わ
れ
る
時
川
に
、
商

野
は
、
遜
法
研
究
会
の
鈴
木
安
蔵
に
、
「
こ
ん
な
も
の
を
譜
い
て
き
た
が
見
て
く
れ
」
と
言
っ
て
乎
潜
き
の
淑
法
草
案
の
原
脇
を
手
渡
し

た
。
鈴
木
に
渡
し
た
高
野
私
案
が
、
今
日
、
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
高
野
の
筆
に
な
る
「
日
本
共
和
国
憲

（
９
）

法
私
案
要
綱
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
命
同
好
の
「
共
和
国
窓
法
私
案
」
の
原
案
と
な
っ
て
い
る
。

雑
誌
「
新
生
」
の
一
九
四
六
年
二
月
号
に
「
改
服
迩
法
私
案
要
綱
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
高
野
の
私
案
が
一
般
に
高
野
の
「
共
和
国
恵

法
私
案
」
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
「
改
正
憲
法
」
の
高
野
私
案
で
あ
る
だ
け
だ
け
な
く
、
高
野
私
案
の
「
改
正
」
案
で
あ
っ

て
、
高
野
の
「
共
和
国
懲
法
私
案
」
の
成
案
で
あ
っ
た
。
大
原
社
研
に
保
作
さ
れ
て
い
る
「
ｕ
本
共
和
国
患
法
私
案
要
綱
」
と
雑
誌
「
新

生
』
に
発
表
さ
れ
た
「
改
正
慰
法
私
案
要
綱
」
と
の
間
に
は
、
元
原
稿
と
発
表
論
文
と
の
関
係
以
上
の
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
字
句
の

ま
、
わ
れ
わ
れ
が
一
九
九
六
年
の
時
点
に
立
っ
て
、
五
○
年
前
の
戦
後
民
主
革
命
と
言
わ
れ
た
状
況
に
立
ち
戻
り
高
野
の
憲
法
私
案
を
読

み
直
し
て
い
る
の
と
同
じ
距
離
感
で
、
商
野
は
明
治
懸
法
形
成
前
夜
の
状
況
を
振
り
返
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
人
日
木
帝
国
遜
法
半
世

紀
の
地
点
で
、
明
治
初
年
は
コ
カ
に
帝
王
神
権
説
を
叩
ふ
る
者
あ
れ
ば
、
他
方
に
は
主
権
在
民
、
共
和
政
体
論
を
主
張
す
る
も
の
あ
り

と
い
ふ
有
様
」
で
あ
っ
た
と
回
想
す
る
と
こ
ろ
に
、
高
野
の
森
戸
や
大
内
と
の
世
代
感
覚
の
違
い
が
あ
っ
た
。

（
８
）

「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」
を
発
表
し
た
直
後
に
も
、
一
局
野
は
「
新
時
代
の
教
育
」
に
つ
い
て
論
じ
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
状
況
を

「
五
十
年
前
の
姿
が
突
如
ふ
た
た
び
現
出
し
き
た
っ
た
」
状
況
で
あ
る
と
し
て
、
「
明
治
初
川
の
復
制
」
で
あ
る
こ
の
「
新
時
代
」
の
到
来

の
時
期
に
こ
そ
専
制
的
君
主
制
の
復
活
を
阻
止
す
る
制
度
的
改
革
を
行
な
っ
て
お
こ
う
で
は
な
い
か
、
と
提
案
し
て
い
る
。

弓
共
和
国
憲
法
私
案
」
の
原
案
と
成
案
】
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こ
の
補
注
に
よ
れ
ば
、
帝
国
懸
法
の
改
胚
を
、
高
野
が
、
忠
法
の
「
推
移
」
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
天
皇

制
に
代
え
て
「
大
統
傾
ヲ
元
首
ト
ス
ル
共
和
制
」
を
採
用
す
る
こ
と
を
、
高
野
が
、
革
命
で
も
な
く
、
「
国
体
」
の
変
革
で
も
な
く
、
「
政

体
ヲ
変
更
ス
ル
」
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

高
野
の
雌
史
観
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
立
言
の
受
諾
に
よ
る
懲
法
改
正
課
題
へ
の
対
応
を
、
雁
史
の
「
批
移
」
へ
の
対
応
で
あ
り
、
「
政
体
」

高
野
私
案
の
原
案
と
成
案
と
の
間
に
あ
る
違
い
は
、
｜
見
、
微
妙
な
も
の
で
あ
る
。
五
○
条
あ
る
条
文
の
個
々
に
つ
い
て
の
変
更
は
、

原
案
と
成
案
と
の
間
で
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
原
案
の
幾
つ
か
の
条
文
に
あ
る
「
国
会
」
が
成
案
で
塁
災
ご
と
な
り
、
原
案
に
あ
っ

た
可
否
同
数
の
場
合
の
議
長
の
決
定
権
条
項
と
「
信
教
の
自
由
」
に
関
す
る
条
項
が
な
ぜ
か
成
案
で
落
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
原
案
の
タ
イ
ト
ル
が
「
日
本
共
和
国
憲
法
私
案
要
綱
」
で
あ
っ
た
の
に
、
成
案
の
タ
イ
ト
ル
が
「
改
正
懲
法
私
案
要
綱
」
と
な
っ
て

い
て
、
「
共
和
川
」
が
消
し
去
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
原
案
に
掲
げ
ら
れ
た
「
根
木
原
則
」
が
「
天
皇
制
ヲ
廃
止
シ
、

之
レ
ニ
代
ヘ
テ
大
統
価
ヲ
元
首
ト
ス
ル
共
川
制
採
川
」
と
な
っ
て
い
た
の
に
、
成
案
の
「
根
本
原
則
」
が
「
天
皇
制
二
代
エ
テ
人
統
緬
ヲ

元
首
ト
ス
ル
共
川
制
ノ
採
川
」
と
な
っ
て
い
て
「
大
息
制
ヲ
廃
止
」
す
る
と
の
文
言
が
消
え
て
い
る
点
に
も
沈
目
し
た
い
。

（
川
）

志
向
野
の
「
日
本
共
和
国
恋
法
私
案
要
綱
」
、
す
な
わ
ち
原
案
に
付
さ
れ
た
数
行
の
柵
注
が
あ
る
。

変
更
が
見
出
さ
れ
る
。

明
治
初
川
二
於
ル
氏
椛
論
ノ
興
雌
、
之
二
対
ス
ル
滞
閥
政
府
ノ
対
策
、
国
会
附
設
ノ
将
約
、
遜
法
ノ
制
定
、
此
ノ
以
後
二
於
ケ
ル
耶
凹
ノ
一
興

セ
ル
組
織
的
陰
謀
、
股
近
一
一
盃
ル
マ
デ
ノ
民
衆
ノ
奴
隷
化

現
行
趨
扶
ヲ
改
正
シ
政
体
ソ
変
史
ス
ル
ー
ー
現
時
ヲ
以
テ
絶
好
ノ
機
会
ナ
リ
ト
ス
ル
剛
山

現
時
ヲ
以
テ
絶
好
ノ
機
会
ナ
リ
ト
ス
ル
理
由
ハ
「
憲
法
改
正
要
綱
」
ノ
中
一
一
ア
リ

皿
行
帝
囮
恋
法
ノ
Ⅲ
来
卜
批
膨
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鋸
き
換
え
る
理
論
蜂

繩
れ
る
「
国
体
」
奉

鍼
い
た
。
す
な
わ
一

鉢
定
す
る
こ
と
に
」

理法
る
の
で
あ
っ
た
。

恋

の
変
更
課
題
へ
の
対
応
で
あ
る
と
す
る
理
解
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
憲
法
変
遷
の
視
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
高
野
の
天
皇
制
否
定
の
論
理
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
・
テ
ー
ゼ
に
基
づ
く
日
本
共
旅
党
の
天
皇
制
否
定
論
と
は
異
な
る
論
理

と
な
っ
て
い
た
。
高
野
同
身
、
両
者
の
違
い
を
充
分
に
自
覚
し
て
い
た
。
「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」
の
中
で
、
高
野
は
、
天
皇
制
の
廃
止
論

は
目
下
の
と
こ
ろ
「
共
産
党
の
独
占
」
に
限
ら
れ
て
い
る
観
が
あ
る
が
実
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
日
本
社
会
党
の
内
部
で
、

民
衆
政
冷
理
念
の
保
持
者
の
間
で
、
あ
る
い
は
「
天
皇
の
個
人
に
対
し
て
は
愛
敬
の
念
禁
じ
難
き
場
合
」
に
あ
っ
て
も
、
天
皇
制
の
廃
止

を
考
え
る
も
の
が
い
る
の
で
あ
り
、
「
世
間
其
人
に
乏
し
か
ら
ず
」
と
す
る
の
が
高
野
で
あ
っ
た
。

高
野
自
身
が
「
明
治
大
帝
に
対
し
て
は
頗
る
親
し
み
を
覚
え
」
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
敬
愛
の
情
切
な
る
も
の
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
高
野
は
、
敬
愛
の
情
以
上
の
「
何
等
神
掛
り
的
威
厳
を
感
じ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
高
野
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
「
私
共
平
民

の
率
直
な
る
感
愉
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
高
野
の
「
天
皇
制
ヲ
廃
止
」
す
る
議
論
は
、
一
平
氏
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
の
発
露
な
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、
天
皇
制
の
廃
止
は
、
「
政
体
」
の
変
更
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、
次
の
よ
う
な
逆
説
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
美
濃
部
達
吉
は
「
Ｍ
体
」
を
歴
史
的
伝
統
的
理
解
と

し
て
慾
法
学
の
外
に
極
き
、
「
国
体
」
と
「
政
体
」
の
「
観
念
混
合
」
（
「
懸
法
精
義
」
）
を
抓
否
し
、
そ
こ
で
天
皇
制
を
君
主
制
一
般
に
置

き
換
え
る
理
論
構
築
を
完
成
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
理
論
的
営
為
に
よ
っ
て
、
美
濃
部
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
・
テ
ー
ゼ
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
「
国
体
」
変
革
論
に
よ
る
「
革
命
」
的
行
動
の
不
毛
性
を
は
る
か
に
超
え
る
政
治
改
革
を
「
政
体
」
の
変
革
論
と
し
て
成
し
遂
げ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
政
党
政
治
の
正
当
化
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
論
理
が
、
す
な
わ
ち
、
「
図
体
」
を
避
け
「
政
体
」
の
価
域
に
場
を
限

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
「
国
体
」
に
肉
薄
す
る
論
理
が
、
高
野
の
「
日
本
共
和
国
憲
法
私
案
要
綱
」
の
「
補
注
」
に
込
め
ら
れ
て
い

回
野
の
恵
法
私
案
の
原
案
で
あ
る
「
日
本
共
和
国
恵
法
私
案
要
綱
」
と
発
表
さ
れ
た
成
案
で
あ
る
「
改
正
迩
法
私
案
要
綱
」
の
間
に
あ
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る
微
妙
な
相
述
か
ら
、
次
の
よ
う
な
高
野
の
「
共
和
国
憲
法
私
案
」
の
雑
木
橘
造
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
高
野
に
お
い
て
は
、
歴

史
の
「
推
移
」
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
戦
後
革
命
は
戦
後
改
革
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
天
皇
制
ヲ
廃
止
」
す
る
と
言
う
よ
り
も
「
天
皇

制
二
代
エ
テ
大
統
価
ヲ
元
首
ト
ス
ル
」
と
一
言
っ
た
ほ
う
が
的
確
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
政
体
」
の
変
更
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
日
本
共
和

国
憲
法
私
案
要
綱
」
の
タ
イ
ト
ル
よ
り
も
議
会
政
治
継
承
の
契
機
を
含
む
「
改
正
憲
法
私
案
要
綱
」
の
タ
イ
ト
ル
の
ほ
う
が
妥
当
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
高
野
の
「
共
和
刷
遜
法
私
案
」
の
原
案
に
お
け
る
迩
法
理
念
の
館
川
は
、
成
案
に
お
い
て
恵
法
政
策
と
し
て
の
修
正
を
受

け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
政
体
」
論
展
開
の
奥
底
に
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
ふ
つ
ふ
つ
た
る
「
団
体
」
変
更
の
熱
情

け
た
の
で
あ
っ
た
。
蓼

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
拙
稿
「
戦
時
体
制
下
の
社
会
科
学
研
究
所
－
森
戸
辰
男
と
大
原
祉
研
ｌ
」
「
社
会
労
伽
研
究
」
第
川
一
巻
第
三
号
、
一
九
九
四
年
一
二
月
、
参
照
。

大
原
社
研
は
「
戦
争
の
疾
風
の
野
に
あ
る
一
つ
の
石
か
げ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
だ
け
小
さ
な
草
が
生
え
て
い
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
の
は
、
大
内

兵
術
で
あ
っ
た
。

（
２
）
合
衆
国
政
治
顧
問
Ⅲ
（
弓
す
の
ロ
ロ
営
巴
の
口
斤
困
勺
ｏ
胃
－
８
］
シ
ロ
ぐ
研
の
『
８
ｓ
の
の
：
「
の
ョ
の
○
・
ヨ
ョ
ロ
目
の
『
［
・
『
一
コ
の
レ
ニ
】
の
ロ
勺
・
言
の
Ｈ
）
が
、

日
本
国
内
の
政
治
家
・
官
恢
・
学
者
、
な
ど
に
行
な
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
記
録
を
Ｑ
の
８
日
○
ず
と
し
て
国
務
省
に
送
っ
た
資
料
群
の
一
部
が
伊
藤

悟
綱
。
解
説
『
政
・
向
・
識
者
の
語
る
戦
後
柵
岨
』
（
東
川
版
、
一
九
九
五
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ラ
ー
ド
文
糾
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

大
内
兵
衛
に
関
す
る
記
録
は
、
ポ
ラ
ー
ド
文
評
、
一
三
六
～
一
三
九
ペ
ー
ジ
。
大
内
が
狼
ラ
ー
ド
担
当
官
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
応
じ
た
一
九
四
五
年

一
○
月
八
日
は
、
同
顧
問
団
の
ア
チ
ソ
ン
が
、
近
衛
文
麿
に
憲
法
改
正
を
初
め
て
具
体
的
に
指
示
し
た
日
で
あ
っ
た
。

（
３
）
第
一
次
世
界
大
戦
直
後
、
東
京
帝
国
大
学
経
済
学
部
の
発
足
と
同
時
に
発
生
し
た
の
が
「
森
戸
駆
件
」
で
あ
っ
た
。
耶
件
の
渦
中
に
あ
っ
て
、

高
野
は
森
戸
や
大
内
や
櫛
Ⅲ
民
蔵
な
ど
と
共
に
「
同
人
会
」
を
結
成
し
た
。
同
人
の
多
く
は
大
原
社
会
問
題
研
究
所
の
所
員
と
な
っ
た
。
拙
稿

「
『
森
戸
事
件
」
前
後
－
社
会
運
動
史
に
お
け
る
知
的
脈
絡
ｌ
」
「
社
会
労
働
研
究
』
第
四
○
巻
第
一
一
一
・
四
号
、
一
九
九
四
年
二
月
、
参
照
。
一
九
二

○
年
一
月
一
三
日
付
け
の
高
野
岩
三
郎
の
Ⅱ
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
同
人
会
」
の
「
目
的
」
は
「
肢
モ
合
班
的
ナ
ル
社
会
ノ
柵
成
」
で
あ
り
、
「
手

段
」
は
「
漸
進
」
で
あ
り
、
「
場
所
」
は
「
真
理
研
究
ノ
府
ダ
ル
大
学
」
と
さ
れ
て
い
た
。
高
野
や
森
戸
の
Ｚ
ｎ
皿
的
な
社
会
の
構
成
」
観
念
が
確
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（
８
）
同
右
『
か
つ
ば
の
庇
』
二
四
五
ペ
ー
ジ
以
下
。
高
野
の
「
新
時
代
の
教
育
」
論
発
表
誌
に
つ
い
て
は
［
Ｋ
の
注
３
］
参
剛
。

（
９
）
「
日
本
共
和
国
憲
法
私
案
要
綱
」
の
全
文
は
、
冒
頭
部
分
の
写
真
と
と
も
に
大
島
清
「
高
野
岩
三
郎
伝
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
）
に
掲
戟

さ
れ
て
い
る
。
執
筆
の
日
は
、
「
昭
和
二
十
年
十
一
Ⅱ
二
十
一
Ⅲ
～
十
二
月
十
川
」
と
あ
り
、
や
や
不
明
確
で
あ
る
。
こ
の
『
商
野
岩
三
郎
伝
」
に

よ
れ
ば
、
原
案
の
「
下
書
き
と
見
ら
れ
る
高
野
筆
の
草
稿
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
「
昭
和
二
十
年
十
一
月
十
八
日
－
二
十
一
日
」
と
の
日
付
け
が

記
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
原
案
の
「
下
書
き
」
の
所
在
は
目
下
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）
「
日
本
共
和
国
憲
法
私
案
要
綱
」
の
一
枚
目
の
原
稿
用
紙
の
左
半
分
に
書
き
込
ま
れ
た
高
野
の
数
行
の
書
き
込
み
は
、
大
島
清
、
同
右
『
高
野
岩

三
郎
伝
」
三
九
三
～
三
九
四
ペ
ー
ジ
に
正
確
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
内
容
に
即
し
た
行
組
み
を
孫
川
し
た
。

定
さ
れ
る
前
段
階
に
、
高
野
、
森
戸
、
両
人
が
社
会
政
策
学
会
有
志
と
し
て
吉
野
作
造
ら
と
試
み
た
「
幸
徳
事
件
」
の
研
究
が
あ
っ
た
（
止
掲
、

拙
縞
参
照
）
。
股
近
、
公
刊
さ
れ
た
吉
野
作
造
の
一
九
一
九
年
四
月
九
Ⅱ
付
け
の
Ⅲ
記
で
、
商
野
、
森
戸
、
吉
野
、
な
ど
に
よ
る
「
幸
徳
蛎
件
」
研

究
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
「
吉
野
作
造
選
集
」
第
一
四
巻
）
。
「
幸
徳
事
件
」
の
研
究
会
は
牧
野
英
一
の
発
起
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
幸
徳
平
件
」
の
研
究
会
を
、
「
国
体
」
に
触
れ
る
こ
と
な
く
「
政
体
」
の
変
化
を
迦
し
て
天
皇
制
の
櫛
造
改
雛
を
す
す
め
る
「
大
正
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
戦
略
」
確
定
の
一
階
梯
と
見
て
お
き
た
い
。

（
４
）
森
戸
辰
男
に
関
す
る
記
録
は
、
ポ
ラ
ー
ド
文
書
〔
三
の
注
２
］
、
一
四
二
～
一
四
八
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
合
衆
国
政
治
顧
問
団
（
ポ
ラ
ー
ド
）
か
ら
ア
メ
リ
カ
国
務
省
へ
送
ら
れ
た
Ｑ
の
８
ｇ
ｏ
ゴ
が
、
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
タ
ー
ン
大
学
の
日
本
政
治
史
研
究
者

の
ケ
ネ
ス
・
コ
ー
ル
グ
ロ
ー
プ
教
授
に
届
け
ら
れ
、
コ
ー
ル
グ
ロ
ー
プ
教
授
が
同
大
学
に
亡
命
中
の
大
山
郁
夫
教
授
に
文
書
内
容
の
検
討
を
求
め

た
経
過
を
、
「
大
川
郁
夫
資
料
」
で
砿
認
す
る
こ
と
が
Ⅲ
来
る
。
同
資
料
は
早
稲
川
大
学
現
代
政
治
経
済
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
コ
ー
ル
グ

ロ
ー
プ
教
授
と
日
本
国
憲
法
形
成
史
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
古
関
、
前
掲
［
こ
の
注
ｌ
］
、
「
新
憲
法
の
誕
生
』
第
Ⅶ
章
、
参
照
。

（
６
）
鈴
木
安
蔵
「
迩
法
制
定
と
高
野
博
士
」
『
法
政
」
一
九
瓦
三
年
庇
月
。
メ
イ
ン
・
タ
イ
ト
ル
は
「
既
に
爽
蘭
的
な
変
更
」
。
大
内
の
手
紙
に
は

「
共
和
制
は
賛
成
だ
が
、
期
待
尚
早
と
お
も
う
」
と
あ
っ
た
と
い
う
。
な
お
鈴
木
は
、
別
の
機
会
に
、
高
野
は
「
大
内
君
も
そ
う
か
ね
」
と
「
い
さ

さ
か
液
し
そ
う
に
笑
わ
れ
た
」
と
も
回
想
し
て
い
る
。
鈴
木
安
蔵
『
趨
法
学
三
十
年
」
評
論
社
、
一
九
六
七
年
、
二
一
一
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
７
）
高
野
の
「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」
は
、
鈴
木
鵬
一
郎
編
、
高
野
岩
三
郎
箸
「
か
つ
ば
の
尿
－
遺
稿
集
－
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
六
一
年
、
に

高
野
の
「
囚
は
れ

収
め
ら
れ
て
い
る
）
。
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幣
原
内
閣
が
憲
法
改
正
政
府
案
を
発
表
し
た
の
は
一
九
四
六
年
三
月
六
日
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
案
が
実
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
英
文
草
案
の
訳
文

に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
高
野
は
い
ち
は
や
く
知
っ
て
い
た
。
鈴
木
安
蔵
は
「
政
府
案
が
公
表
さ
れ
た
直
後
、
博
士
（
高
野
）

の
お
宅
を
訪
ね
た
時
、
博
士
は
草
案
英
文
を
手
に
し
て
い
ら
れ
て
「
占
碩
軍
が
こ
ん
な
も
の
を
作
っ
て
、
と
う
の
昔
に
決
定
し
て
い
た
ん

（
１
）

だ
な
」
と
痂
嘆
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
昨
Ⅱ
の
よ
う
に
想
起
さ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
こ
ん
な
も
の
を
…
」
と
い
う
高

野
の
「
痛
嘆
」
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

ｎ
本
の
労
働
糾
合
連
動
と
消
濁
組
合
連
動
の
開
拓
者
で
あ
っ
た
実
兄
・
高
野
房
太
郎
に
つ
い
て
、
高
野
は
「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」
の
中

で
、
明
治
初
年
、
来
京
の
「
下
町
っ
子
」
と
し
て
共
に
育
っ
た
境
遇
を
回
顧
し
な
が
ら
、
「
亡
兄
の
労
働
組
合
述
助
は
目
然
発
生
的
で
あ

る
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
づ
け
て
「
同
様
に
又
私
の
民
主
主
義
観
は
自
然
発
生
的
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
高
野
の
歴
史
の
観
念
は
、

固
定
観
念
の
歴
史
へ
の
持
ち
込
み
を
認
め
な
い
目
山
主
義
そ
の
も
の
の
自
然
発
生
史
観
で
あ
っ
た
と
班
解
さ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
、
問
野

の
そ
の
よ
う
な
歴
史
観
に
曲
折
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
二
○
年
代
か
ら
一
九
三
○
年
代
に
か
け
て
、
五
○
歳
代
に
到
達
し
て
い
た
高
野
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
研
学
の
機
会
に
、
マ
ル
ク

ス
主
義
へ
、
同
時
に
レ
ー
ニ
ン
主
義
へ
、
一
時
で
は
あ
っ
た
が
大
き
く
接
近
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
高
野
は
、
こ
の
時
代
に
つ
い
て
、
同

じ
く
「
凶
は
れ
た
る
民
衆
」
の
巾
で
、
「
近
年
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
勃
興
、
左
翼
述
動
の
旺
盛
に
よ
っ
て
、
他
か
に
慰
め
ら
る
る
と
こ
ろ
」

が
あ
っ
た
と
、
率
直
に
認
め
て
い
る
。
高
野
自
身
、
沿
波
書
店
と
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
五
社
迎
柵
版
」
の
『
マ
ル
ク
ス
。
エ
ン
ゲ
ル

ス
全
集
』
の
発
行
の
中
心
と
な
る
な
ど
、
左
翼
運
動
に
接
近
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
２
）

「
Ⅱ
社
述
盟
版
」
と
し
て
の
『
マ
ル
・
エ
ン
全
集
』
の
企
皿
は
挫
折
し
た
。
そ
の
挫
折
の
経
緯
か
ら
、
市
同
野
は
多
く
を
学
び
と
る
こ
と

四
、
英
文
憲
法
草
案
と
高
野
岩
三
郎
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先
に
見
た
商
野
の
「
日
本
共
川
畑
恵
法
私
案
要
綱
」
の
「
柵
注
」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
高
野
に
と
っ
て
川
本
の
近
代
史
と
は
、

「
明
治
初
期
二
於
ル
民
権
論
ノ
興
隆
」
か
ら
始
ま
り
「
軍
閥
ノ
ー
貰
セ
ル
組
織
的
陰
謀
」
を
通
じ
「
最
近
一
一
至
ル
マ
デ
ノ
民
衆
ノ
奴
隷
化
」

が
続
け
ら
れ
た
歴
史
で
あ
っ
た
。
天
皇
制
と
い
う
魔
法
の
園
に
身
を
侭
い
て
き
た
高
野
は
、
「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」
の
姿
を
直
視
す
る
立

場
に
お
い
て
「
我
国
に
は
到
底
自
主
自
由
の
風
は
頭
上
を
空
過
し
、
同
氏
は
未
来
永
劫
奴
隷
的
境
遇
に
川
吟
す
る
の
止
む
な
き
か
」
と
す

る
想
い
に
捉
わ
れ
て
い
た
と
述
懐
し
て
い
る
。

ほ
ぼ
諦
め
の
境
地
に
達
し
て
い
た
高
野
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
五
年
八
月
、
「
新
時
代
」
が
到
来
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
新
時
代
」
の
到

（
３
）

来
を
、
一
両
野
は
、
当
時
、
憲
法
学
説
と
し
て
展
開
さ
れ
た
「
国
体
」
の
変
革
正
当
化
の
論
理
と
な
る
「
八
月
球
命
説
」
と
は
異
な
っ
た
文

脈
で
理
解
し
た
。
自
然
発
生
史
観
か
ら
す
る
状
況
対
応
の
論
理
で
、
歴
史
の
「
惟
移
」
に
よ
っ
て
「
政
体
」
の
変
化
が
可
能
と
な
っ
た

「
絶
好
ノ
好
機
」
で
あ
る
と
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
同
人
会
」
の
グ
ル
ー
プ
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
社
会
的
な
活
動
と
な
っ

た
。
や
が
て
、
大
内
は
来
京
帝
大
へ
戻
り
、
森
戸
は
日
本
社
会
党
選
出
の
国
会
議
員
と
な
り
、
高
野
は
椎
川
保
と
肋
と
共
に
日
本
放
送
協

鏥
会
へ
、
と
四
散
す
る
形
で
、
「
同
人
会
」
の
グ
ル
ー
プ
は
、
「
絶
好
ノ
好
機
」
に
対
応
す
る
社
会
的
活
動
の
楠
え
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

趣
そ
の
よ
う
な
高
野
達
の
眼
前
に
、
突
如
と
し
て
現
わ
れ
た
の
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
と
し
て
の
「
新
憲
法
」
で
あ
っ
た
。
高
野
は
、
思
わ
ず
、
占

懸
価
車
は
「
こ
ん
な
も
の
を
…
」
と
「
痛
嘆
」
し
た
の
で
あ
っ
た
。

鉢
関
係
者
の
証
言
は
時
間
の
経
過
に
つ
れ
て
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
は
じ
め
、
鈴
木
安
蔵
は
、
高
野
は
英
文
憲
法
草
案
を
手
に
し
な
が
ら

理法
「
こ
ん
な
も
の
を
…
」
と
言
い
な
が
ら
「
痛
嘆
」
の
意
思
表
示
を
し
た
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
鈴
木
は
、
高
野
の
そ
の
と

意

き
の
状
況
を
「
す
で
に
上
か
ら
憲
法
改
旺
の
準
備
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
国
民
の
手
に
よ
る
憲
法
は
不
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
」

が
Ⅲ
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
派
社
連
盟
版
」
頓
挫
の
後
、
高
野
は
、
目
的
意
識
的
歴
史
観
へ
の
接
近
か
ら
自
然
発
生
史
観
へ
立
ち
戻
っ
て

い

る
◎
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と
「
長
大
息
、
深
い
憂
慮
」
の
感
情
を
示
し
た
と
回
顧
し
て
い
る
。
鈴
木
の
岐
初
の
記
憶
で
あ
る
「
而
嘆
」
と
、
鈴
木
の
晩
年
の
回
顧
で

あ
る
「
長
大
息
」
「
深
い
憂
慮
」
の
間
に
あ
る
の
は
、
鈴
木
の
憲
法
史
研
究
者
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
の
変
化
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら

（
４
）

れ
る
。
こ
こ
で
は
鈴
木
が
高
野
の
声
を
聞
い
て
か
ら
七
年
し
か
経
っ
て
い
な
か
っ
た
時
の
証
一
一
一
一
ｍ
、
「
痛
嘆
」
を
採
川
す
る
こ
と
に
し
、
高

野
の
「
こ
ん
な
も
の
を
…
」
と
す
る
「
痂
嘆
」
の
意
味
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。
少
な
く
と
も
三
川
町
か
ら
の
考
察
が
可
能
で
あ
る
。

【
そ
の
一
、
同
感
】
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本
政
府
に
憲
法
改
正
の
指
示
を
与
え
た
「
と
う
の
昔
」
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
独
自
の
改
正
案
を
決
定
し
て
い

た
と
す
る
の
は
闘
野
の
誤
解
で
あ
っ
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
の
内
容
は
、
「
こ
ん
な
も
の
を
…
」
と
高
野
が
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
に
淑
法

研
究
会
や
高
野
の
私
案
と
同
じ
構
想
の
案
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
高
野
は
、
憲
法
研
究
会
や
高
野
の
数
か
月
の
努
力
は
必
要
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ず
「
痛
嘆
」
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
而
喚
」
は
、
政
府
案
に
対
す
る
同
感
の
「
痛
嘆
」
と
な
っ
て
い
た
。

高
野
が
英
文
患
法
草
案
に
接
し
た
と
き
の
衝
撃
を
、
ま
ず
は
そ
う
理
解
で
き
る
。

新
憲
法
の
政
府
案
が
「
意
法
改
正
草
案
要
綱
」
と
し
て
新
聞
に
発
表
さ
れ
の
が
一
九
四
六
年
三
月
七
日
で
あ
り
、
憲
法
議
会
を
構
成
す

る
議
員
の
選
川
と
な
る
第
二
二
回
（
戦
後
第
一
回
）
総
選
挙
の
告
示
が
な
さ
れ
た
の
が
二
日
後
の
一
一
一
川
九
冊
で
あ
っ
た
。
商
野
は
政
府
案

公
表
の
翌
日
、
総
選
挙
告
示
の
前
日
、
三
月
八
日
の
『
読
売
報
知
新
聞
」
に
「
憲
法
改
正
政
府
案
に
対
す
る
意
見
」
を
発
表
し
た
。
政
府

案
が
炎
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
英
文
草
案
を
原
案
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
即
解
を
前
提
と
す
る
検
討
で
あ
る
こ
と
が
、
か
な
り
露
筒
に
示
さ
れ

高
野
の
三
月
八
日
付
の
「
意
見
」
は
、
憲
法
研
究
会
草
案
と
高
野
私
案
を
一
体
化
し
た
地
点
か
ら
な
さ
れ
る
政
府
案
の
評
価
と
な
っ
て

い
た
。
そ
し
て
、
評
価
の
内
容
は
、
継
木
的
な
承
認
で
あ
っ
た
。
政
府
案
の
「
皇
位
は
君
主
が
世
襲
」
と
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
一
応

は
「
国
民
主
権
の
本
質
に
顧
み
て
ど
う
し
て
も
賛
成
出
来
な
い
」
と
す
る
高
野
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
、
原
則
的
立
場
に
立
っ
た
意
見

の
開
陳
は
行
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
天
皇
の
役
判
を
国
家
的
儀
礼
の
担
い
手
に
限
る
と
し
た
淑
法
研
究
会
の
案
と
政
府
案
の
天
皇
条

る
「
意
見
」
と
な
っ
て
い
た
。
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患Wll1念から適法政簸へ
項
と
が
共
皿
す
る
一
般
君
主
制
論
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
高
野
は
注
目
し
て
い
る
。

象
徴
天
皇
制
を
、
政
策
論
の
視
点
か
ら
、
高
野
は
、
是
認
し
た
の
で
あ
る
。
高
野
は
、
衆
議
院
の
解
散
権
を
天
皇
に
付
与
し
て
い
る
と

読
め
る
条
項
を
抜
き
川
し
て
、
「
こ
れ
は
い
け
な
い
と
忠
ふ
」
と
強
く
修
派
を
求
め
て
い
る
が
、
象
徴
天
馳
制
の
枠
組
み
を
足
認
し
た
尚

野
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
修
正
意
見
を
表
明
し
た
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
そ
の
二
、
要
望
】
政
府
案
の
修
脈
を
求
め
る
「
読
売
州
知
新
附
』
一
几
四
六
年
三
川
八
日
付
け
の
間
野
の
「
意
見
」
は
、
幣
原
内
閣

の
政
府
案
に
対
す
る
部
分
修
正
を
求
め
る
声
の
形
を
と
っ
て
い
た
が
、
読
む
人
に
は
、
高
野
の
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
に
対
し
て
批
判
す
べ
き
点
は

批
判
し
よ
う
、
と
す
る
だ
い
た
ん
な
「
意
見
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

三
月
八
日
付
け
の
「
意
見
」
の
冒
頭
部
分
で
、
高
野
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
率
直
に
表
明
し
て
い
る
。

政
府
案
、
実
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
の
「
鮫
主
要
点
」
に
対
す
る
希
望
意
見
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
斬
新
な
提
案
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

…
な
が
い
間
世
間
に
示
さ
な
か
っ
た
政
府
の
窓
法
改
正
案
が
当
然
公
表
さ
れ
て
一
般
の
批
判
を
仰
ぐ
に
至
っ
た
こ
と
は
幣
原
内
側
に
愛
想
を
っ
か
し

て
ゐ
た
私
と
い
へ
ど
も
歓
迎
せ
ざ
る
を
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
、
し
か
も
そ
の
案
が
案
外
進
歩
的
な
の
を
み
て
な
ほ
さ
ら
喜
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

…
も
っ
と
も
こ
の
政
府
案
は
そ
の
由
来
た
る
や
、
バ
カ
月
前
に
我
脚
に
お
け
る
股
間
権
威
者
た
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
部
の
脂
示
に
雌
き
、
且
つ
珈

実
そ
の
指
示
に
よ
っ
て
発
し
た
や
う
に
忠
は
れ
る
。

…
こ
の
案
が
か
や
う
に
股
高
権
威
者
の
脂
示
に
雑
い
た
も
の
で
あ
り
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
案
の
取
扱
ひ
に
す
こ
ぶ
る
恢
販
且
つ
厳
粛
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
こ
の
司
令
部
の
好
意
に
報
い
る
の
み
ち
は
叩
に
こ
れ
に
阿
付
百
従
す
る
と
な
く
、
む
し
ろ
か
へ
っ
て
人
肌
率
施
に
わ
れ
わ
れ
の

希
望
的
意
見
を
開
陳
す
る
に
あ
り
と
考
へ
る
。

…
も
と
よ
り
私
は
一
例
の
私
児
を
あ
く
ま
で
も
問
持
せ
ん
と
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
班
法
研
究
会
案
を
脳
守
す
る
わ
け
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、

棋
亜
考
廠
の
結
果
つ
く
り
あ
げ
た
案
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
出
来
る
だ
け
自
分
ら
の
案
に
近
づ
く
や
う
に
あ
り
た
い
も
の
だ
と
希
求
す
る
の
は
撫
剛
か

ら
ぬ
次
節
と
も
雰
認
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

1４１



象
徴
天
皇
の
章
を
第
一
章
と
し
な
い
。
第
一
章
を
「
国
民
的
宣
言
」
の
章
と
す
る
。
第
九
条
の
「
戦
争
の
放
棄
」
条
項
を
第
一
章
に
移
し

第
一
条
と
す
る
。
前
文
の
一
節
「
諸
国
氏
の
公
正
と
信
義
」
に
委
ね
て
「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
」
を
確
保
す
る
と
あ
る
部
分
を

「
戦
争
の
放
棄
」
条
項
の
第
三
項
と
す
る
、
な
ど
で
あ
る
。

そ
の
他
、
岡
野
の
三
川
八
脚
付
け
の
「
意
兄
」
は
、
休
従
の
椛
利
、
参
識
院
の
職
能
代
表
制
、
土
地
国
有
制
、
な
ど
に
つ
い
て
政
府
案

の
修
正
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
淑
法
研
究
会
の
「
要
綱
」
な
り
商
野
私
案
に
引
き
付
け
た
希
望
趣
兄
と
な
っ
て
い
た
。

【
そ
の
三
、
脱
帽
】
「
こ
ん
な
も
の
を
…
」
と
す
る
高
野
の
「
痂
喚
」
に
は
、
慰
法
研
究
会
や
高
野
が
考
え
て
い
た
懲
法
柵
想
と
同
じ

内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
筋
き
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
憲
法
研
究
会
や
高
野
の
恋
法
構
想
を
越
え
る
内
容

の
規
定
が
あ
っ
た
こ
と
へ
の
雌
き
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
鰍
き
の
肢
た
る
も
の
が
「
戦
争
放
棄
」
条
項
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
地
力

自
治
の
章
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
憲
法
研
究
会
や
高
野
の
憲
法
構
想
に
地
方
の
自
治
な
る
観
念
は
、
い
っ
さ
い
含
ま
れ
て

（
５
）

い
な
か
っ
た
。
一
価
野
は
、
地
方
自
治
の
渥
早
に
つ
い
て
は
全
而
的
な
賛
意
を
表
明
、
公
選
主
義
の
明
記
を
求
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

＊
＊

＊

政
府
案
の
発
表
に
接
し
て
高
野
が
「
痛
嘆
」
し
た
の
に
対
し
、
も
る
手
を
準
げ
て
歓
迎
し
、
「
蹄
き
」
と
「
喜
び
」
を
感
じ
た
と
懐
想

し
て
い
る
例
が
あ
る
。
来
京
帝
国
大
学
迩
法
研
究
委
員
会
の
が
Ⅲ
気
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

南
原
繁
総
長
の
発
怠
で
、
来
京
帝
川
大
学
に
迩
法
研
究
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
の
は
一
几
四
六
年
二
月
一
四
川
で
あ
っ
た
。
委
貝
長
は

宮
沢
俊
義
で
あ
り
、
委
員
と
し
て
は
高
木
八
尺
、
末
広
厳
太
郎
、
和
辻
哲
郎
、
我
妻
栄
、
価
川
喜
三
郎
、
大
内
兵
術
、
大
河
内
一
男
、
丸

山
貞
男
、
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
た
。
委
員
会
発
足
二
○
ｕ
後
、
政
府
案
の
発
表
が
あ
っ
て
、
自
主
蔵
案
作
成
の
予
定
は
変
更
さ
れ
、
政
府

案
の
検
討
が
主
な
課
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
恵
法
改
正
手
続
き
が
肢
も
亜
要
な
課
題
と
考
え
ら
れ
、
愈
法
会
議
を
提
岨

す
る
第
一
次
の
報
告
が
行
な
わ
れ
た
。
政
府
案
の
逐
条
審
議
の
結
果
を
第
二
次
報
告
と
し
て
、
こ
の
委
員
会
は
、
そ
の
任
務
を
終
え
た
。
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趨法理念から恋法政菜へ

（
６
）

そ
う
記
録
し
て
い
る
の
は
我
妻
栄
で
あ
る
。

我
我
に
よ
れ
ば
、
東
京
帝
国
大
学
の
適
法
研
究
委
貝
会
は
、
政
府
案
に
つ
い
て
「
当
時
槻
秘
に
さ
れ
て
い
た
そ
の
出
所
に
つ
い
て
、
委

員
会
は
大
体
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
が
、
「
し
か
も
な
お
、
こ
れ
を
『
押
し
付
け
ら
れ
た
不
本
意
な
も
の
」
と
考
え
た
者
は
一
人
も
い

な
か
っ
た
」
と
い
う
。
政
府
案
は
、
大
多
数
の
委
員
に
と
っ
て
「
大
き
な
驚
き
」
で
あ
っ
た
が
、
「
大
き
な
喜
び
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
政
府
案
で
あ
っ
た
た
め
「
岐
初
の
計
画
に
従
っ
て
討
議
を
吸
れ
て
独
自
の
案
を
作
る
暇
の
な
か
っ
た

こ
と
が
僻
し
ま
れ
る
」
と
我
妻
は
述
べ
て
い
る
。

（
１
）
鈴
木
、
前
掲
〔
三
の
注
６
〕
、
「
遼
法
体
制
と
間
野
博
士
」
。
Ｃ
Ⅱ
Ｑ
の
英
文
軍
案
は
、
宮
沢
俊
義
、
木
弘
厳
太
郎
、
そ
の
他
、
東
京
帝
人
恵
法
研

究
委
貝
会
の
メ
ン
バ
ー
の
川
で
知
ら
れ
て
い
た
。
古
川
、
前
川
［
こ
の
注
ｌ
］
、
『
新
懲
扶
の
誕
生
』
一
パ
バ
ペ
ー
ジ
。

（
２
）
一
九
二
七
年
、
高
野
は
ベ
ル
リ
ン
で
国
崎
定
洞
と
会
い
、
ド
イ
ツ
共
産
党
の
大
会
に
出
席
し
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
リ
ヒ
ァ
ル
ト
・
ゾ
ル
ゲ
の
案
内

で
レ
ー
ニ
ン
研
究
所
を
訪
れ
て
い
る
。
帰
国
後
、
高
野
は
岩
波
茂
雄
と
会
っ
て
「
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
」
の
「
五
社
連
盟
版
」
に
取
り

組
ん
だ
。
川
上
武
・
加
藤
哲
郎
著
『
人
間
・
国
崎
定
桐
」
（
勁
草
謝
一
腸
、
一
九
九
五
年
）
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
ベ
ル
リ
ン

日
本
共
産
主
稚
打
の
祇
助
が
柵
発
で
あ
っ
た
。
筒
野
も
日
本
此
確
主
稚
濁
ベ
ル
リ
ン
・
グ
ル
ー
プ
の
工
作
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

改
造
社
の
同
じ
企
画
と
賊
っ
た
「
汎
社
迎
盟
版
」
の
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
災
』
に
つ
い
て
は
、
拙
隅
、
前
掲
〔
三
の
注
ｌ
］
「
戦
時
体

制
下
の
社
会
科
学
研
究
所
」
節
三
節
「
二
つ
の
『
マ
ル
・
エ
ン
全
集
上
を
参
照
。

（
３
）
政
府
側
の
趨
法
收
案
作
成
過
限
に
あ
っ
て
混
乱
を
示
し
た
鴬
沢
俊
我
の
論
班
粧
剛
簸
と
し
て
腿
示
さ
れ
た
の
が
「
八
Ⅱ
破
命
説
」
で
あ
り
、
こ

の
説
は
、
来
京
帝
大
趨
法
研
究
委
員
会
に
お
け
る
丸
山
典
男
の
発
言
に
触
発
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
批
疋
す
る

材
料
を
提
供
す
る
の
は
鵜
飼
信
成
で
あ
っ
た
（
古
関
彰
一
、
前
掲
［
こ
の
注
ｌ
］
、
『
新
憲
法
の
誕
生
」
一
五
七
ペ
ー
ジ
）
。
こ
こ
で
次
の
よ
う
な

疑
問
が
生
じ
る
。
歴
史
意
識
の
古
層
の
研
究
で
、
日
本
の
思
想
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
の
「
執
勘
低
音
」
に
「
つ
ぎ
つ
ぎ
と
な
る
い
き
ほ
ひ
」

を
み
て
と
る
丸
山
で
あ
っ
た
（
『
几
山
奥
男
巣
』
第
一
○
巻
）
。
Ｏ
正
統
と
Ｌ
正
統
の
理
論
榊
築
か
ら
、
Ⅱ
水
の
思
想
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
表
出
を
、

「
敗
戦
の
破
局
か
ら
新
恵
法
制
定
に
い
た
る
疾
風
怒
滴
の
短
い
川
間
」
に
「
わ
ず
か
に
波
頭
に
浮
か
び
上
が
っ
た
」
と
把
捉
す
る
丸
川
で
あ
っ
た
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（
４
）
鈴
木
安
蔵
「
憲
法
制
定
前
後
」
青
木
聾
店
、
一
九
七
七
年
、
一
四
九
ペ
ー
ジ
。
こ
の
書
の
中
で
鈴
木
は
高
野
の
天
皇
制
廃
止
の
提
咄
を
振
り
返
っ

て
評
価
し
、
「
共
和
制
を
確
立
し
な
か
っ
た
結
果
は
、
こ
の
三
十
年
間
の
国
政
の
実
態
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
六
五
ぺ
ｌ
ジ
）
。

と
こ
ろ
で
、
鈴
木
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
に
は
、
天
皇
制
の
「
根
本
的
な
改
革
」
を
求
め
て
い
た
が
、
そ
の
改
革
を
「
天
皇
制
の
存
続
の
た
め

に
」
断
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
し
て
い
た
（
鈴
木
「
民
主
憲
法
の
構
想
』
光
文
社
、
’
九
四
六
年
。
二
七
ペ
ー
ジ
）
。
鈴
木
の
ス
タ
ン
ス
の
変
化

は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
鈴
木
の
戦
後
の
憲
法
論
と
、
鈴
木
の
戦
前
の
著
作
で
あ
る
「
日
本
政
治
の
基
準
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
’
九
四
一

年
）
が
説
く
明
治
憲
法
論
と
の
間
に
も
大
き
な
ス
タ
ン
ス
の
変
化
が
あ
っ
た
。
日
米
戦
争
開
始
の
前
夜
に
「
国
民
思
想
の
統
一
」
を
説
き
、
「
目
的

の
究
極
」
は
「
八
絃
一
宇
の
大
理
想
を
以
て
、
皇
道
を
全
世
界
余
人
頚
に
宣
布
・
確
立
す
る
に
あ
る
」
と
す
る
の
が
、
鈴
木
の
明
治
憲
法
論
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
（
同
書
三
五
三
～
三
五
四
ペ
ー
ジ
）
。
鈴
木
は
、
『
日
本
政
治
の
基
準
」
の
刊
行
意
図
に
つ
い
て
、
戦
後
の
著
作
「
憲
法
学
一
一
一
十
年
』

（
前
掲
〔
三
の
注
６
］
）
で
、
丸
山
幹
治
と
丸
山
真
男
の
名
を
出
し
て
釈
明
し
て
い
る
が
（
一
六
六
～
一
六
七
ペ
ー
ジ
）
、
上
記
引
川
箇
所
に
つ
い

て
の
弁
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

（
５
）
戦
前
の
鮴
産
政
党
に
お
い
て
、
一
九
三
○
年
代
初
頭
に
、
「
地
力
、
治
体
を
囚
家
の
党
利
的
支
配
よ
り
解
放
」
す
る
と
の
政
策
脂
針
が
明
示
さ
れ
、

．
股
投
票
に
よ
る
知
那
の
選
挙
」
「
内
務
大
蔵
両
大
腿
の
道
府
県
起
伏
許
可
権
の
廃
止
」
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
採
択
さ
れ
て
い
た
。
一
九
三
○

年
代
の
社
会
大
衆
党
の
場
合
、
府
県
会
・
市
会
へ
進
出
し
た
議
員
の
数
は
二
○
○
名
を
超
え
て
い
た
（
仙
稿
「
熈
産
政
党
と
自
治
体
改
雛
」
『
社
会

労
働
研
究
』
第
二
四
巻
第
三
号
、
一
九
七
八
年
、
参
照
）
。
社
会
労
働
迎
勁
を
背
殻
と
す
る
高
野
の
「
共
和
国
趨
法
私
案
」
で
あ
っ
た
が
、
地
方
自

治
に
関
す
る
限
り
、
無
産
政
党
の
経
験
の
継
承
は
十
全
で
は
な
か
っ
た
。

（
６
）
我
妻
「
知
ら
れ
ざ
る
憲
法
討
議
－
制
定
時
に
お
け
る
東
京
帝
国
大
学
憲
法
研
究
委
員
会
報
告
書
を
め
ぐ
っ
て
－
」
『
世
界
」
一
九
六
二
年
八
月
。

（
『
丸
山
真
男
災
』
第
二
巻
）
。
こ
の
丸
山
に
「
八
月
革
命
説
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
は
た
し
て
、
宮
沢
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
む
し
ろ
、
高
野
の
自
然
発
生
史
観
に
共
通
す
る
何
か
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
（
『
丸
山
真
男
染
』
は
岩

波
瞥
店
、
一
九
九
六
年
刊
。
以
下
同
じ
）
。
社
会
巡
勤
史
に
お
い
て
、
大
衆
連
動
を
そ
の
日
然
発
生
性
に
お
い
て
捉
え
る
視
点
が
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン

ブ
ル
ク
な
ど
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
（
高
橋
、
前
禍
［
一
の
注
ｌ
］
、
『
川
本
の
社
会
民
主
主
義
政
党
』
肛
六
～
Ⅲ
七
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
間
野
の

自
然
発
生
史
観
が
、
レ
ー
ニ
ン
批
判
と
し
て
ロ
ー
ザ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
ｚ
固
白
『
三
斤
す
い
｝
ｎ
コ
六
の
一
［
に
通
庇
す
る
史
観
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
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き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
恵
法
の
変
革
を
柵
処
し
て
い
た
商
野
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
描
似
を
「
改
正
恵
法
私
案
要
綱
」
と
し
て
発
表
す

る
に
あ
た
っ
て
、
恵
法
哩
念
を
「
肉
付
け
」
す
る
憲
法
政
策
の
価
域
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
。
「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」

の
岐
後
の
結
び
と
な
る
一
節
で
、
間
野
は
「
併
し
な
が
ら
逝
法
は
如
何
に
帖
巧
に
成
業
さ
れ
て
も
、
漉
す
る
に
我
国
比
の
生
活
の
大
水
、

（
▼
Ｔ
〉

（
１
）

鏥
文
仙
的
冊
糾
み
を
一
水
す
に
止
ま
る
。
史
に
こ
れ
を
明
確
な
る
肉
付
け
を
施
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。

繩
こ
の
よ
う
に
、
恵
法
理
念
に
対
す
る
「
肉
付
け
」
作
業
の
課
題
性
を
認
め
た
高
野
で
あ
っ
た
が
、
一
両
野
に
お
い
て
、
そ
の
課
題
へ
の
取

錨
り
細
み
は
、
必
ず
し
も
川
碓
な
形
で
光
分
に
展
川
さ
れ
た
と
は
一
言
え
な
い
。
わ
ず
か
に
、
高
野
私
案
発
表
直
後
の
一
、
一
一
、
の
発
言
に
、

鈍
高
野
の
「
肉
付
け
」
構
想
が
窺
え
る
程
度
で
あ
る
。

理法
雑
誌
「
新
生
」
で
「
改
正
恵
法
私
案
要
綱
」
を
発
表
し
た
直
後
の
一
九
四
六
年
四
月
、
日
本
放
送
協
会
会
長
に
就
任
し
た
一
尚
野
は
、
枕

恵

任
の
挨
拶
で
、
ラ
ジ
オ
は
「
平
和
的
文
化
日
本
を
処
識
す
る
た
め
に
肢
も
亜
要
な
手
段
で
あ
る
」
と
し
、
「
広
汎
な
国
民
大
衆
」
の
た
め

同
年
四
月
の
惣
抜
川
迦
研
究
会
例
会
に
お
け
る
我
斐
州
俗
の
内
奔
を
ま
と
め
た
し
の
と
さ
れ
て
い
る
。

【
注
記
追
補
】
東
京
帝
大
懸
法
研
究
委
員
会
の
南
原
総
長
宛
の
「
第
一
次
報
告
」
は
、
同
上
の
「
世
界
』
誌
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
報
併

掛
は
、
主
と
し
て
丸
山
真
列
が
執
鍬
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
報
告
郷
に
お
け
る
趨
法
会
議
の
提
案
は
、
文
言
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
が
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
か
ら
蛾
み
上
げ
る
憲
法
論
議
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
践
例
が
、
丸
山
が
取
り
組
ん
だ
庶
民
大

学
三
島
教
室
で
あ
っ
た
。
丸
山
「
戦
後
民
主
主
義
の
『
原
点
」
」
『
丸
山
真
男
集
』
第
十
五
巻
、
丸
山
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
人
間
性
」
「
丸
山
真
男
集
』

第
十
六
巻
、
な
ど
を
参
照
。
Ｎ
Ⅱ
Ｋ
テ
レ
ビ
、
一
九
九
六
年
一
二
Ⅱ
放
映
「
丸
山
真
兜
と
戦
後
日
本
」
を
も
参
照
。

Ｈ１
、

ウ
ェ
ッ
プ
夫
斐
と
間
野
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ー
結
び
に
変
え
て
－
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続
け
て
、
高
野
は
、
「
新
人
』
一
九
四
六
年
五
月
号
で
教
育
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
歴
史
教
育
と
の
関
迎
で
、
「
四
十
歳
以
上

の
人
々
」
が
い
っ
さ
い
「
教
埋
よ
り
退
去
」
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
さ
れ
た
。
初
等
教
育
に
お
け
る
英
語
教
育
、
漢
字
制
限
の
国
語

教
育
、
な
ど
の
重
視
、
修
身
教
育
に
代
わ
る
理
科
教
育
、
青
楽
・
図
画
な
ど
の
悩
操
教
育
、
特
に
「
動
物
愛
の
鼓
吹
」
な
ど
が
求
め
ら
れ

た
が
、
間
野
の
主
帳
の
力
点
は
、
小
学
校
教
育
を
叩
な
る
初
等
教
育
と
見
る
の
で
は
な
く
、
図
乢
教
育
の
「
岐
終
の
教
育
」
の
場
と
し
て

「
最
愛
の
重
点
」
を
置
く
と
こ
ろ
に
置
か
れ
た
。
「
形
式
的
虚
礼
」
の
廃
止
に
よ
っ
て
国
民
の
基
礎
教
育
と
な
る
小
学
校
教
育
の
「
合
理
的

（
３
）

進
皿
の
方
向
」
が
目
指
さ
れ
、
「
児
》
皿
の
自
然
的
な
る
心
慨
の
発
麟
」
を
待
つ
姿
勢
が
求
め
ら
れ
た
。

遜
法
私
案
提
起
後
の
高
野
の
憲
法
論
議
は
、
以
上
の
よ
う
な
政
莱
的
提
言
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
Ｕ
本
社
会
の
自
然
史

的
発
展
に
そ
っ
た
道
筋
で
迩
法
皿
念
の
具
体
化
を
図
ろ
う
と
す
る
政
策
科
学
の
視
点
で
あ
り
、
日
本
国
遜
法
を
「
合
理
的
な
社
会
の
勝
成
」

原
理
と
し
て
患
法
政
簸
論
展
開
の
公
聯
と
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
高
野
が
、
「
祈
遜
法
」
の
政
簸
案
、
実
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
英
文
草
案
を
見
て

思
わ
ず
「
こ
ん
な
も
の
を
…
」
と
「
痂
嘆
」
し
た
意
味
は
、
「
新
淑
法
」
政
府
案
に
込
め
ら
れ
た
民
主
化
と
社
会
化
の
政
簸
論
的
可
能
性

を
読
み
取
っ
た
驚
き
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

提
示
さ
れ
た
遜
法
雌
念
に
「
明
雌
な
る
肉
付
け
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
間
野
で
あ
り
、
忠
法
皿
念
を
具
体
化
す
る
忠
法

政
策
の
展
開
を
企
図
す
る
高
野
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
方
向
を
明
示
し
た
「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」
の
結
び
の
言
葉
と
し
て
、
高
野
が

示
し
て
い
る
の
は
、
ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
の
コ
ソ
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
構
想
へ
の
強
い
関
心
で
あ
っ
た
。
「
嘗
て
英
国
に
於
て
ウ
ェ
ッ
ブ
夫

（
２
）

あ
っ
た
。

の
ラ
ジ
オ
、
換
一
言
す
れ
ば
「
釛
労
大
衆
」
の
た
め
の
ラ
ジ
オ
を
目
指
す
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
、
高
野
が
揚
げ
た
ラ
ジ
オ
文
化
の
目
標
は
、

６

「
ア
リ
ヵ
の
制
度
文
物
」
を
た
ゆ
み
な
く
迅
速
に
紹
介
し
摂
取
す
る
》
」
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
迦
じ
て
囚
氏
の
一
人
一
人
が
「
道
義
の
芥
ｌ

り
高
き
人
格
」
へ
導
か
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
わ
が
国
の
大
き
な
弱
点
で
あ
る
女
子
を
軽
蔑
す
る
こ
と
を
矯
正
」
す
る
こ
と
で



ウ
エ
ッ
プ
夫
妻
は
、
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
事
務
局
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
に
対
す
る
要
請
に
応
え
て
、
一
九
二
○
年
に
『
人

災
社
会
主
我
図
の
撤
収
（
８
コ
の
貸
日
】
。
。
）
」
を
公
に
し
た
。
社
会
主
我
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
瓢
務
局
の
要
諦
と
は
、
瀧
業
と
労
働
の

「
社
会
化
」
（
⑫
ｇ
）
口
］
】
田
【
一
・
コ
）
に
つ
い
て
巡
行
状
況
を
川
ら
か
に
し
、
社
会
主
義
的
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
課
題
の
具
体
的
内
雰
を

報
告
せ
よ
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
は
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
綱
航
「
労
働
と
新
社
会
秩
序
」
に
雄
づ
い
て
、
や
が
て

成
立
す
る
で
あ
ろ
う
労
働
党
政
権
の
政
策
内
容
を
詳
細
に
展
開
し
た
。
ウ
エ
ッ
プ
夫
妻
の
言
う
慣
習
法
の
国
に
お
け
る
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー

シ
ョ
ン
と
は
、
憲
法
典
で
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
憲
法
理
念
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
か
っ
て
Ｗ
・
パ
ジ
ョ
ッ
ト
が
提
示
し
た
一
九

世
紀
的
イ
ギ
リ
ス
国
家
描
造
と
し
て
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
代
位
す
る
二
○
世
紀
的
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ

ン
で
あ
り
、
「
社
会
化
」
を
直
視
す
る
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
、
大
正
、
昭
和
、
と
一
身
に
し
て
三
世
、
あ
る
い
は
昭
和
前
期
と
後
期
を
分
け
れ
ば
、
一
身
に
し
て
四
世
を
経
験
し
た
高
野
で
あ
つ

い
た
が
、
そ
の
高
野
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
構
想
を
一
貸
し
た
の
は
「
合
理
的
な
社
会
の
術
成
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
来
、
商
野
の

Ａ
９
〆

池
柵
想
は
、
柵
迭
的
に
皿
念
柵
似
で
あ
る
以
上
に
政
策
柵
似
で
あ
っ
た
。
そ
の
高
野
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
柵
想
は
、
当
初
か
ら
、

郷
ウ
エ
ッ
プ
夫
妻
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
柵
似
と
歩
み
を
共
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
・

か念
ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
が
「
大
英
社
会
主
義
国
の
構
成
」
を
発
表
し
た
の
は
一
九
二
○
年
で
あ
っ
た
が
、
一
同
野
が
櫛
川
氏
蔵
、
森
戸
辰
男
、
大

Ｐ法
内
兵
衞
ら
と
学
問
の
場
に
お
け
る
「
〈
Ｕ
皿
的
な
社
会
の
柵
成
」
を
目
脂
す
「
同
人
会
」
の
結
成
を
語
り
〈
□
い
、
人
脈
社
会
問
題
研
究
所
を

逝

活
動
の
場
と
し
て
確
認
し
た
の
も
、
奇
し
く
も
同
じ
年
の
一
九
二
○
年
、
す
な
わ
ち
人
正
九
年
で
あ
っ
た
。

妻
は
『
大
英
社
会
主
義
国
の
構
成
」
…
…
を
群
は
し
て
、
こ
の
厩
の
橘
想
を
公
け
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
私
も
亦
柳
か
え
に
倣
っ
て
我
国

に
枕
て
同
航
の
企
図
を
貯
賦
し
て
ゐ
る
。
芳
似
此
の
緒
に
就
大
な
ら
ば
、
公
け
に
し
て
世
間
の
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
希
望
し
て
ゐ
る
次
第

で
あ
る
」
と
高
野
は
述
べ
て
い
る
。

1７



ラ
ジ
オ
放
送
の
怠
筏
で
あ
る
と
か
、
新
た
な
教
育
皿
念
の
提
起
に
、
高
野
の
日
本
国
忠
法
の
体
制
に
身
を
世
い
た
政
躯
腿
側
の
姿
勢
を

見
る
こ
と
が
Ⅲ
来
る
の
で
あ
り
、
ウ
ェ
ッ
プ
火
斐
の
『
人
災
社
会
主
義
囮
の
棚
成
」
に
対
す
る
商
野
の
こ
だ
わ
り
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
理

解
を
導
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
に
よ
る
『
人
災
社
会
主
義
国
の
構
成
』
の
訳
齊
は
、
一
九
四
八
年
に
版
を
新
た
に
し
て
再
刊
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に

付
さ
れ
た
大
原
社
会
問
題
研
究
所
の
名
に
よ
る
序
文
の
一
節
が
、
再
刊
の
意
例
を
明
快
に
語
っ
て
い
る
。
「
わ
が
国
に
於
て
も
敗
戦
の
結

果
と
し
て
今
や
未
働
有
の
社
会
改
革
が
行
は
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
行
き
方
を
と
る
に
せ
よ
、
『
徐
々
に
然
し
確
災
に
』

進
ま
う
と
す
る
英
国
旅
の
改
蛾
案
を
詳
述
し
た
水
瞥
の
中
に
は
啓
蒙
的
な
多
く
の
も
の
が
見
川
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
。
こ
の
序
文
は
、
お

「
Ⅱ
水
共
和
国
の
椛
成
」
の
、
然

題
法
の
政
簸
的
展
附
で
あ
っ
た
。

一
九
二
ｎ
年
に
大
原
社
研
か
ら
「
大
災
社
会
主
義
囚
の
柵
成
」
が
訳
Ⅲ
さ
れ
、
一
九
二
七
年
に
は
、
商
野
ほ
か
の
訳
で
、
同
じ
ワ
ェ
ッ

プ
夫
妻
の
『
産
業
民
主
制
』
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
同
人
社
刊
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
訳
業
が
、
ま
た
、
大
原
社
研
の
研
究

活
助
が
、
高
野
の
「
合
理
的
な
社
会
の
栃
成
」
櫛
想
が
、
そ
し
て
、
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
柵
想
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ビ
ァ
ン
社

会
主
義
や
産
業
民
主
主
義
と
、
そ
し
て
「
社
会
化
」
と
し
て
の
社
会
民
主
主
義
と
同
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

商
野
は
、
共
和
凹
遜
法
の
柵
似
と
と
も
に
、
憲
法
理
念
と
い
う
「
文
性
的
什
組
」
に
「
肉
付
け
」
す
る
窓
法
政
箙
の
伽
域
が
今
後
の
理

論
訓
剛
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
り
、
ウ
ェ
ッ
プ
大
変
の
『
人
災
社
会
主
義
囮
の
描
成
」
の
よ
う
な
仕
叩
に
こ
れ
か
ら
取
り
組
む
と

公
約
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
公
約
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
高
野
は
、
趨
法
私
案
を
発
表

し
た
後
、
Ⅲ
水
放
送
協
会
の
会
長
へ
の
就
伍
な
ど
が
あ
っ
て
多
忙
と
な
り
、
つ
い
に
「
川
本
比
Ⅲ
側
の
柵
成
」
を
ま
と
め
る
こ
と
が
な
か
っ

た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
、
高
野
は
、
「
新
憲
法
」
で
あ
る
日
本
国
憲
法
に
「
合
理
的
な
社
会
の
擶
成
」
と
し
て
の

「
Ⅱ
水
共
和
国
の
椛
成
」
の
日
然
発
生
史
的
な
端
緒
の
発
現
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
課
題
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
の
は
、
Ⅱ
水
国
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と
こ
ろ
で
、
ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
が
新
た
な
社
会
秩
序
と
し
て
拙
く
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
は
、
「
協
同
民
主
国
」
に
お
け
る
「
社
会

化
」
の
体
制
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
Ⅲ
い
制
度
で
あ
る
世
腿
的
沿
王
制
の
廃
止
を
含
ま
な
い
」
政
治
制
肛
と
な
っ
て
い
た
。
「
社
会

化
」
と
君
主
制
の
Ⅲ
係
は
ど
う
な
る
の
か
。
ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
は
、
「
宮
廷
」
が
「
社
会
的
諸
価
値
に
つ
い
て
の
新
し
い
感
覚
」
を
持
ち
得

（
１
）

な
い
よ
う
に
な
っ
た
時
、
「
こ
の
制
度
は
急
速
に
消
滅
（
臼
田
ロ
ロ
の
“
「
）
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
予
想
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

新
遜
法
の
象
徴
天
皇
制
は
、
遜
法
研
究
会
が
「
図
家
的
儀
礼
ヲ
司
ル
」
と
し
た
櫛
想
の
具
体
化
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
懲
按
研

究
会
の
巾
で
は
、
天
皇
を
「
象
徴
」
と
す
る
案
も
出
さ
れ
て
い
た
し
、
森
戸
に
至
っ
て
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
政
治
顧
問
団
に
大
息
を
「
モ
ラ
ル
・

シ
ン
ボ
ル
」
と
す
る
ア
イ
デ
ア
ま
で
提
供
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
動
き
の
中
心
に
立
っ
て
い
た
高
野
で
あ
っ
た
が
、
森
戸
辰
男
が
高
野

（
５
）

に
つ
い
て
回
想
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
象
徴
火
星
制
成
立
後
、
「
宮
中
に
州
か
れ
て
も
先
生
は
参
内
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
象
徴
天

皇
制
を
承
認
し
な
が
ら
、
芯
主
制
に
対
す
る
原
皿
的
な
不
承
認
の
立
場
を
堅
持
し
続
け
た
高
野
で
あ
っ
た
。

高
野
の
自
然
発
生
史
観
は
、
ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
の
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
柵
想
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
の
社
会
に
お
け
る
君
主
制
の

「
氏
惣
」
か
ら
の
離
反
と
、
そ
れ
に
よ
り
符
王
制
が
「
極
め
て
迅
速
に
川
城
し
去
る
」
状
況
を
似
施
し
予
想
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
岡
野
の
天
皇
制
の
廃
止
と
い
う
迩
法
皿
念
は
、
「
新
忠
法
」
に
お
け
る
象
徴
天
皇
制
と
い
う
政
策
的
対
応
に
、
魔

法
の
園
の
自
然
発
生
史
的
な
終
局
の
見
通
し
を
見
出
し
て
い
た
。

（
１
）
先
に
見
た
よ
う
に
、
高
野
の
「
囚
は
れ
た
る
民
衆
」
は
、
『
新
生
』
第
二
巻
鋼
二
ｍ
勺
、
一
九
四
六
年
二
Ⅱ
、
に
蝿
噸
さ
れ
た
後
、
方
珊
剖
瑞
三
郎
粋
・

鈴
水
川
一
郎
編
『
か
つ
ば
の
庇
１
週
縞
災
－
」
法
政
大
学
出
版
厨
、
一
九
六
一
年
、
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

た
◎

そ
ら
く
は
、
日
本
放
送
協
会
の
会
長
就
任
の
条
件
と
し
て
大
原
社
研
の
迎
営
へ
の
継
続
的
関
与
を
挙
げ
て
い
た
高
野
の
筆
に
な
る
も
の

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
析
迩
法
」
体
制
の
展
附
過
蝿
に
、
商
野
は
、
「
谷
川
的
な
社
会
の
柵
成
」
の
腿
附
を
見
て
取
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
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（
２
）
商
野
岩
三
郎
「
日
木
放
送
協
会
会
長
就
伍
の
挨
拶
」
『
Ⅲ
水
放
送
協
会
報
』
一
九
四
六
年
四
月
三
○
日
、
号
外
。
同
右
『
か
つ
ば
の
庇
』
に
所
収
。

（
３
）
間
野
岩
三
郎
「
新
時
代
の
教
育
に
つ
い
て
」
『
新
人
』
第
二
六
巻
第
二
号
、
一
九
四
六
年
五
月
。
同
右
「
か
つ
ば
の
庇
」
に
所
収
。

（
４
）
の
§
の
望
目
Ｑ
ｍ
８
【
１
．
の
三
の
ワ
ワ
・
ェ
ｇ
夙
冒
員
§
か
、
蔚
吻
・
§
』
時
へ
Ｑ
ミ
ヨ
・
菖
目
ミ
ミ
Ｑ
§
副
冒
笥
・
ト
。
。
ｍ
：
。
ｍ
・
巳
⑭
Ｐ

ロ
・
』
８
．
訳
文
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
正
光
、
山
村
論
、
岡
本
秀
昭
、
各
氏
の
例
を
参
照
。

（
５
）
森
戸
辰
男
、
前
掲
〔
こ
の
注
９
］
「
高
野
岩
三
郎
先
生
追
憶
会
の
記
」
に
お
け
る
発
言
。
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